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（
凡
例
）

一
、
本
稿
は
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
高
松
宮
家
伝
来
禁
裏
本
『
践
祚
部
類
鈔
』

（
一
巻
、
Ｈ
―
六
〇
〇
―
一
四
七
〈
せ
函
五
〉）
の
翻
刻
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

一
、
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
、
お
お
む
ね
底
本
の
体
裁
に
拠
る
が
、
や
む
を
得
ず
改
行
し
た

場
合
が
あ
る
。
ま
た
原
則
と
し
て
平
出
・
闕
字
等
は
連
書
し
、
古
体
・
異
体
・
略
体
文

字
は
正
体
に
改
め
る
。
な
お
頭
書
は
天
皇
ご
と
に
一
括
し
て
別
掲
す
る
が
、
底
本
の
改

行
に
依
ら
ず
意
を
も
っ
て
連
書
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

一
、
翻
刻
に
あ
た
り
、
新
た
に
読
点
（
、
）・
並
列
点
（
・
）
を
施
し
、
翻
刻
者
の
加
え

た
註
記
の
う
ち
、
底
本
の
文
字
に
置
き
換
え
る
べ
き
も
の
は
〔　

〕、
そ
の
他
の
校
訂

註
お
よ
び
説
明
註
は
（　

）
を
も
っ
て
括
る
。

一
、
底
本
に
文
字
の
欠
損
の
あ
る
場
合
は
、
其
の
字
数
を
計
り
、
□
□
ま
た
は
ＸＹ
ＹＺ
の

符
号
を
も
っ
て
う
め
る
。

一
、
追
筆
や
異
筆
に
つ
い
て
は
、
区
別
を
し
て
い
な
い
。

一
、
翻
刻
の
担
当
は
、
新
井
重
行
・
鹿
内
浩
胤
・
三
輪
仁
美
で
あ
る
。

一
、
解
題
は
新
井
が
執
筆
し
た
。

（
翻
刻
）

「
踐
祚
部
類
鈔 

自
宇
多
天
皇

至
後
光
嚴
院
」

踐
祚
部
類
鈔

宇
多
天
皇　

仁
和
三
年
八
月
廿
六
日
踐
祚
、

上
卿

劍
璽
使　
太
政
大
臣
率
公
卿
及
少
納
言
・
左
右
近
衞
少
將
・
將
監
已
下
主
鈴
等
令

天
子
神
璽
・
寶
劍
・
符
節
・
鈴
印
等
、
奉
於
皇
太
子
直
曹
、　　
　
　
　

「
廿
六
日
警
固
・
々
關
、

廿
七
日
戊
辰
皇
太
子
駕
輦
移
御
東
宮
、」

醍
醐
天
皇　

平
九
年
七
月
三
日
受
禪
、

先
於
御
殿
簾
前
有
冠
禮
事
、
今
度
有
拜
、
無
表
云
々
、
見
延
久
記
、

上
卿

内
辨　
　

大
納
言
左
大
將
藤
原
時
平
卿

宣
命
使　

大
納
言
右
大
將
菅
原
ヽ
ヽ
卿

（
外
題
）

新
主　

宣
耀
殿

「
廿
一
、」（
朱
書
）

舊
主　

仁
壽
殿 

御
事
、

「
五
十
八
、」（
朱
書
）

（
光
孝
）

（
頭
書
）

丙
子
、

新
主　

淸
凉
殿 

當
日
參
淸
凉
殿
、
於

御
簾
前
加
元
服
、

「
十
三
、」（
朱
書
）

舊
主　

弘
徽
殿 

事
了
遷
御
此
殿
、

「
卅
一
、」（
朱
書
）

資　

料　

紹　

介

『
践
祚
部
類
鈔
』
翻
刻
　
付
解
題

皇
室
制
度
調
査
室
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劍
璽
使　
典
侍
春
澄
洽
子
持
璽
・
劍
・
笏
・
服
御
物
等
、
奉
新
帝
於
淸
凉
殿
、

其
後
新
帝
拜
皇
后

先
帝
、
未
剋
新
主
還
淸
凉
殿
、
申
剋
前
帝
移
御
弘
徽
殿
、

「
太
子
承
位
、
卽
替
衣
、
取
笏
進
拜
、
□
□
□
□
□
□
、

警
固
・
々
關
無
所
見
、

前
皇
帝
座
□
、
新
帝
又
逃
座
、

拜
大
后

前
帝
、

未
剋
新
帝
御
淸
凉
殿
、」

朱
雀
天
皇　

延
長
八
年
九
月
廿
二
日
受
禪
、

幼
主
、
無
拜
・
表
儀
、

上
卿　
　

右
大
臣
右
大
將
藤
原
朝
臣 

定
方
公
、

内
辨　
　

右
大
臣
右
大
將
藤
原
朝
臣

宣
命
使　

中
納
言
右
衞
門
督
藤
原
恒
佐
卿

劍
璽
使　
或
記
云
、
上
髮
藏
人
二
人
、
取
劍
璽
出
簾
中
、
内
侍
二
人
藤
原
明
子
、

同
權
子
、　

取
之
、

參
宣
耀
殿
云
々
、

或
記
云
、
陸
奧
命
婦
取
劍
、
日
向
命
婦
取
璽
授
之
、
内
侍
藤
原
明
子
・
藤

原
灌
子
參
候
云
々
、

酉
剋
右
大
臣
遣
固
關
使
、三
个
國
、

「
廿
二
日
警
固
・
々
關
、

勅
授
帶
劍
如
舊
、
又
定
殿
上
人
及
藏
人
等
、

亥
剋
今
上
・
皇
后
遷
御
弘
徽
殿
、」

村
上
天
皇　

天
慶
九
年
四
月
廿
日
受
禪
、

上
御
南
殿
、
節
會
畢
有
拜
・
表
事
、降
雨
々

儀
也
、

上
卿　
　

右
大
臣
左
大
將
藤
原
朝
臣 

實
賴
、

内
辨　
　

右
大
臣
左
大
將
藤
原
朝
臣

宣
命
使　

中
納
言
藤
原
元
方
卿

劍
璽
使　
北
山
云
、
内
侍
二
人
、
典
侍
・
掌
侍
各
一
人
也
云
々
、

或
云
、
典
侍
藤
原
灌
子
、
掌
侍
橘
平
子
奉
行
之
云
々
、

「
十
九
日
警
固
・
々
關
、

有
拜
・
表
儀
、
其
儀
了
令
内
侍
被
獻
御
服
一
襲
於
新
帝
、
加
御
笏
、

廿
二
日
新
主
遷
御
綾
綺
殿
、」

冷
泉
院　

康
保
四
年
五
月
廿
五
日
受
禪
、

巳
二
剋
天
皇
崩
於
淸
凉
殿
、

上
卿　
　

右
大
臣
源
朝
臣 

高
明
、

劍
璽
使　
或
云
、
左
右
近
少
將
云
々
、

子
剋
大
納
言
藤
在
衡
已
下
令
持
神
璽
・
寶
劍
於
左
右
近
少
將
置
皇
太
子
直
曹
、

「
警
固
・
々
關
、戌
剋
右
大
臣
已
下
著
左
仗
、
召
仰

可
警
固
由
諸
衞
、
又
遣
固
關
使
、
」

圓
融
院　

安
和
二
年
八
月
十
三
日
受
禪
、

上
卿　
　

左
大
臣
藤
原
朝
臣 

師
尹
、

内
辨　
　

左
大
臣
藤
原
朝
臣 

師
尹
、

太
政
大
臣
攝
籙
及
立
太
子
事
同
載
之
、

宣
命
使　

中
納
言
左
中
將
藤
原
兼
家
卿

劍
璽
使　
或
云
、
掌
侍
橘
慶
子
・
藤
原
順
子

神
璽
・
寶
劍
、
持
參
新
帝
御
在
所
、

　
　

右
近
衞
權
中
將
藤
原
濟
時
朝
臣
相
引
之
、

「
十
二
日
警
固
・
々
關
、左
右
大
臣
已
下
參
仗
座
、
行

固
三
關

警
固
諸
陣
事
、　

（
頭
書
）四

新
主　

宣
耀
殿

「
八
、」（
朱
書
）

「
卌
六
、」（
朱
書
）

舊
主　

麗
景
殿 

依
狹
少
、
後
遷

弘
徽
殿
、　　

廿
九
日
右
近
府
崩
、

（
コ
ノ
註
、
新
主
ニ
付
ク
ベ
キ
カ
）

〔
灌
〕

（
頭
書
）

庚
辰
、

新
主　

承
香
殿

「
廿
一
、」（
朱
書
）

舊
主　

弘
徽
殿

「
廿
四
、」（
朱
書
）

（
頭
書
）

癸
丑
、

新
主　

襲
芳
舍

「
十
八
、」（
朱
書
）

舊
主　

淸
凉
殿 

崩
、

「
四
十
二
、」（
朱
書
）

（
頭
書
）

戊
子
、

新
主　

凝
華
舍

「
十
一
、」（
朱
書
）

舊
主　

弘
徽
殿

「
廿
、」（
朱
書
）

（
頭
書
）
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上
不
御
南
殿
、

有
上
表
、

父
子
之
間
、
可
無
此
禮
云
々
、

未
剋
上
皇
御
弘
徽
殿
、

亥
剋
移
御
東
京
□
條
院
、
皇
后
、」

華
山
院　

 

永
觀
二
年
八
月
廿
七
日
受
禪
、 

有
拜
・
表
儀
、

上
卿　
　

右
大
臣
藤
原
朝
臣 

兼
家
卿
、

内
辨　
　

權
大
納
言
右
大
將
藤
原
濟
時
卿

宣
命
使　

中
納
言
民
部
卿
藤
原
文
範
卿

劍
璽
使　
或
云
、
内
侍
二
人
、
今
上
拜
舞
了
御
休
廬
之
間
、
掌
侍
紀
順
子
・
源
平
子

執
劍
璽
候
前
後
、

典
侍
一
人
可
候
、
有
障
不
參
、

又
令
掌
侍
平
子
被
獻
御
袍
・
笏
等
、

「
廿
五
日
警
固
・
々
關
、右
大
臣
行
之
、

廿
七
日
上
御
南
殿
、

有
此
拜
・
表
、兩
主
揖
讓
、

爲
光
卿
於
今
上
御
前
定
申
頭
・
藏
人
・
昇
殿
以
下
、
勅
授
・
昇
殿
人
有
拜
、
申
剋

遷
幸
大
内
、
有
輦
車
、

亥
時
東
宮
入
御
梅
壺
、」

一
條
院　

和
二
年
六
月
廿
三
日
踐
祚
、

〔
三
〕

〔
花
〕

甲
辰
、

新
主　

堀
河
院 

當
日
自
閑
院

參
入
、　　

「
十
七
、」（
朱
書
）

舊
主　

御
同
宿

「
廿
六
、」（
朱
書
）

新
主
卽
日
入
御
大
内
、有
輦
車
事
、

新
造
云
々
、

（
頭
書
）

庚
申
、

新
主　

凝
華
舍

「
七
、」（
朱
書
）

舊
主　

大
内

「
十
九
、」（
朱
書
）

上
卿　
　

大
納
言
藤
原
爲
光
卿

劍
璽
使　
或
云
、
右
近
少
將
道
綱
一
人
云
々
、

「
警
固
・
固
關
、爲
光
卿
行
之
、

宣
命
文
在
之
、
但
或
不
及
宣
制
歟
、
嘉
承
中
右
記
、
依
無
節
會
不
給
宣
命
使
云
々
、」

三
條
院　

弘
八
年
六
月
十
三
日
受
禪
、

上
卿　
　

右
大
臣
藤
原
朝
臣 

顯
光
、

内
辨　
　

右
大
臣
藤
原
朝
臣

宣
命
使　

中
納
言
彈
正
尹
藤
原
時
光
卿

劍
璽
使　
或
云
、
少
將
典
侍
持
劍
、
辨
掌
侍
持
璽
、
出
南
殿
簾
中
、
下
西
階
立
軒
廊
、

今
上
降
南
階
拜
舞
、
歸
給
之
間
内
侍
二
人
持
之
奉
從
、　　
　
　
　
　
　

　

又
被
奉
御
衣
・
御
笏
、
掌
侍
□
使
、 

「
十
二
日
警
固
・
々
關
、付
國
司
、　　

右
大
臣
行
之
、

上
不
御
南
殿
、

有
御
拜
・
表
、

勅
授
・
昇
殿
相
混
一
度
拜
、

亥
剋
新
主
行
幸
東
三
條
殿
、」

後
一
條
院　

長
和
五
年
正
月
廿
九
日
受
禪
、

劍
璽
渡
御
是
始
也
、

上
卿　
　

右
大
臣
藤
原
朝
臣 

顯
光
、

内
辨　
　

内
大
臣
藤
原
朝
臣 

公
季
、

廿
二
日
、

〔
左
〕

（
頭
書
）

大
納
言

乙
卯
、

新
主　

一
條
院 

當
日
自
別
所
參
入
、　　

受
了
卽
日
入
御
東
三
條
、

「
卅
六
、」（
朱
書
）

一
條
院
東
町
別
納
也
、

舊
主　

御
同
宿

「
卅
二
、」（
朱
書
）

十
九
日
御
落
髮
、
廿
二
日
御
事
、一
條
院
、

能
子
、

〔
爲
〕

（
頭
書
）

甲
戌
、

新
主　

上
東
門 

京
極
第
也
、

「
九
、」（
朱
書
）

舊
主　

土
御
門
殿

「
卌
一
、」（
朱
書
）

廿
九
日
、
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其
趣
、
御
讓
位

以
式
部
卿
敦
貞
親
王
立
皇
太
子
、
以
左
大
臣
爲
攝
政
事
等
也
、

宣
命
使　

權
中
納
言
中
宮
權
大
夫
源
朝
臣
經
房

各
別
御
所
、
劍
璽
渡
御
起
是
、

劍
璽
使　
藏
人
頭
左
中
將
資
平
、
右
中
將
雅
通
、

左
大
臣
・
内
大
臣
・
左
右
大
將
已
下
供
奉
之
、
諸
衞
陣
列
如
行
幸
儀
、

又
被
奉
御
衣
・
御
笏
、
舊
主
藏
人
左
少
將
經
親
爲
使
、

「
廿
五
日
警
固
・
々
關
、右
大
臣
行
之
、

各
別
御
所
、
不
及
禪
讓
御
拜
・
表
、

勅
授
・
昇
殿
、
兩
度
拜
之
、」

後
朱
雀
院　

長
元
九
年
四
月
十
七
日
踐
祚
、

固
關
・
警
固
・
節
會
等
事
無
之
、遺
詔
奏
日
有
此
兩
條
、
如
此

時
踐
祚
日
無
之
、
長
元
以
來
例
也
、

子
剋
内
大
臣
取
劍
璽
授
兩
人
、

劍
璽
使　
左
少
將
行
經
朝
臣
、
右
中
將
資
房
朝
臣
、

令
參
昭
陽
舍
、
諸
卿
供
奉
云
々
、

今
夜
不
渡
御
衣
・
御
笏
、
十
九
日
渡
御
笏
、

「
劍
璽
渡
之
後
經
數
日
有
警
固
・
固
關
云
々
、五
月
十
九
日
遺
詔
奏
日
也
、
使
經
輔
朝
臣
、

上
卿
右
衞
門
督
云
々
、　　
　
　
　
　
　
　

五
月
十
三
日
錫
紵
、今
日
先
帝

御
葬
、　

廢
朝
五
个
日
、

關
白
事
、當
日
口
勅
、

追
有
詔
書
、
」

（
參
考　

東
山
御
文
庫
本
『
洞
院
家
記
』
貼
紙
）

「
長
元

廿
四
日
壬
申
有
警
固
事
、
廿
五
日
癸
酉
賀
茂
祭
停
止
、
廿
六
日
甲
戌
解
陣
、
件

警
固
祭
警
固
歟
、
先
例
雖
被
止
祭
於
警
固
者
猶
被
行
之
故
也
、」

〔
明
〕

藤

（
頭
書
）

乙
丑
、

新
主　

昭
陽
舍

「
廿
八
、」（
朱
書
）

舊
主　

淸
凉
殿 

崩
、

「
廿
九
、」（
朱
書
）

被
藏
人
頭
、

補

藤

藤

（
頭
書
）

四
月
廿
四
日
賀
茂
祭
也
、

後
冷
泉
院　

德
二
年
正
月
十
六
日
受
禪
、

有
拜
・
表
儀
、

上
卿　
　

内
大
臣
左
大
將
藤
原
朝
臣 

教
通
、

内
辨　
　

内
大
臣
左
大
將
藤
原
朝
臣

宣
命
使　

權
中
納
言
藤
原
兼
賴
卿

劍
璽
使　

又
令
内
侍
奉
御
袍
・
御
笏
等
、

「
同
日
警
固
・
々
關
、内
大
臣
先
仰
固
關
事
、
次
召
仰
六
府
警
固
事
、

有
拜
・
表
儀
、

關
白
如
舊
、
又
同
人
牛
車
・
公
卿
勅
授
帶
劍
如
舊
、
又
關
白
内
覽
事
、
次
公
卿
拜
、

子
剋
還
御
土
御
門
殿
、」

後
三
條
院　

治
曆
四
年
四
月
十
九
日
踐
祚
、

卯
剋
天
皇
御
事
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

當
日
無
沙
汰
例
也
、

固
關
・
警
固
・
節
會
等
事
無
之
、五
月
五
日
遺
詔
奏
日
、
權
中
納
言
經
長
卿
召
仰
警

固
事
於
六
府
、
固
關
事
仰
辨
令
給
宣
旨
云
々
、　

劍
璽
使　
左
中
將
信
宗
朝
臣
、劍
、
右
少
將
師
兼
朝
臣
、璽
、

左
大
臣
以
下
相
副
參
入
、

「
長
元
例
、

關
白
如
舊
、
勅
授
・
昇
殿
等
如
舊
、

廿
三
日
禁
色
・
雜
袍
宣
旨
下
、

五
月
五
日
遺
詔
奏
、

癸
酉
、

新
主　

東
三
條 

當
日
自
上
東
門
院
參
入
、

　
　
　
　

卽
日
乘
輿
□
、

「
廿
一
、」（
朱
書
）

〔
歸
〕

舊
主　

御
同
宿 

崩
、

「
卅
七
、」（
朱
書
）

内
侍
二
人
、典
侍
一
人
、

掌
侍
一
人
、
出
簾
中
、
卽
供
奉
入
御
休
廬
、

還
御
之
時
同
相
從
前
後
、諸
卿
又
扈
從
、

（
頭
書
）

庚
申
、

新
主　

閑
院

「
卅
五
、」（
朱
書
）

舊
主　

高
陽
院 

崩
、

「
卌
四
、」（
朱
書
）

使
左
馬
頭
敦
宗
朝
臣
、

〔
中
カ
〕
藤

（
頭
書
）
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警
固
・
々
關
、付
國
、

廢
朝
、五
个
日
、

錫
紵
、三
个
日
、　

七
日
除
之
、
」

白
河
院　

延
久
四
年
十
二
月
八
日
受
禪
、

有
拜
、
無
表
、
平
例
、 

 

上
卿　
　

左
大
臣
左
大
將
藤
原
朝
臣 

師
實
、

内
辨　
　

左
大
臣
左
大
將
藤
原
朝
臣

宣
命
使　

權
中
納
言
皇
后
宮
大
夫
藤
原
祐
家
卿

劍
璽
使　

又
被
奉
御
衣
・
御
笏
、使
掌
侍
儀
子
、

「
頭
兵
部
大
輔
下
御
讓
位
日
時
於
左
大
臣
、

次
日
警
固
・
々
關
、左
大
臣
先
召
仰
警
固
於
六
府
、
次
固
關
使
等
召
仰
之
、

關
白
如
舊
、
公
卿
・
侍
臣
昇
殿
、
勅
授
帶
劍
、
禁
色
等
如
舊
之
由
被
仰
之
、
其
後

舞
踏
、
昇
殿
、
今
夜
不
被
仰
雜
袍
事
、

有
拜
、
依
寛
平
例
、
無
表
、
卽
替
衣
進
拜
云
々
、

新
主
還
御
本
舍
、」

堀
河
院　

應
德
三
年
十
一
月
廿
六
日
受
禪
、

左
大
臣
俊
房
・
右
大
臣
顯
房
共
母
喪
、

上
卿　
　

内
大
臣
左
大
將
藤
原
朝
臣 

師
通
、

内
辨　
　

内
大
臣
左
大
將
藤
原
朝
臣 

ー
、

宣
命
使　

權
中
納
言
皇
后
宮
權
大
夫
藤
原
公
實
卿

壬
午
、

新
主　

昭
陽
舍

「
廿
、」（
朱
書
）

舊
主　

飛
香
舍

「
卅
九
、」（
朱
書
）

可
移
弘
徽
殿
、
而
依

當
王
相
方
不
然
、
明

曉
移
飛
香
舎
、御
直
衣
、

十
六
日
上
皇
出
御
關
白

二
條
第
、
先
乘
手
車
、

移
御
輦
車
云
々
、

〔
唐
カ
〕

内
侍
二
人
、少
將
掌
侍
藤
幸
子
、

少
納
言
掌
侍
紀
忠
子
、
新
帝
還
御
之
時
捧
劍
璽
供
奉
入
昭
陽
舍
、

頭
公
房
朝
臣
・
少
將
家
賢
朝
臣
等
相
副
之
、

右

博
陸
已
下
公
卿
皆
以
扈
從
、

（
頭
書
）

（
マ
ヽ
）

庚
辰
、

新
主　

堀
河
院 

當
日
自
大
炊
殿
遷
御
此
院
、

「
八
、」（
朱
書
）

舊
主　

三
條
殿

「
卅
四
、」（
朱
書
）

劍
璽
使　
藏
人
頭
左
中
將
雅
俊
朝
臣
、
右
中
將
藤
仲
實
朝
臣
、

少
納
言
内
侍
・
伊
勢
内
侍
等
授
之
、
上
達
部
・
諸
衞
供
奉
、
儀
如
行
幸
、

又
被
奉
御
衣
・
御
笏
、
藏
人
少
將
國
信
爲
使
、

「
先
有
固
關
事
、警
固
諸
衞　

不
具
云
々
、
次
有
警
固
、
召
仰
内
大
臣
行
之
、

今
上
出
御
晝
御
座
、
攝
政
候
御
前
、

攝
政
被
仰
條
々
事
、
内
大
臣
已
下
昇
殿
慶
、
次
又
勅
授
帶
劍
・
禁
色
如
元
、
帶
劍

人
奏
慶
、

又
禁
色
・
雜
袍
事
被
仰
之
、」

鳥
羽
院　

嘉
承
二
年
七
月
十
九
日
踐
祚
、

辰
剋
天
皇
崩
於
堀
川
院
中
殿
、

固
關
・
警
固
・
節
會
等
事
無
之
、當
日
無
沙
汰
、
長
元
・
治
曆
例
云
々
、

廿
四
日
有
遺
詔
奏
、
通
時
朝
臣
奏
之
、
又
警
固

諸
陣
如
先
例
、
固
關
又
如
例
歟
、
不
著
御
錫
紵
、

七
歳
以
前
故
也
、

被
仰
下
、　　

　
　
　
　
於
本
宮
仗
座
舊
主
頭
Ｘ
Ｙ
Ｙ
Ｙ

Ｙ
Ｙ
Ｙ
Ｙ
Ｚ

上
卿　
　

大
納
言
民
部
卿
源
俊
明
卿

子
剋
被
渡
劍
璽
、件
劍
璽
内
藏
寮
以
紫
練
絹
爲
其
覆
、

先
例
生
絹
云
々
、
今
度
如
何
、　　

卒
爾
之
時
自
朝
干
餉
被
取
入
之
、

劍
璽
使　
左
少
將
藤
通
季
朝
臣
、劍
、
右
少
將
藤
信
通
朝
臣
、璽
、
諸
衞
不
供
奉
、
件
兩
將
不

帶
壺
胡
籙
、
民
部
卿
説
云
々
、

攝
政
・
民
部
卿
・
右
大
將
已
下
供
奉
、
步
行
、

又
長
元
九
年
例
、
件
劍
璽
内
大
臣
密
々
自
夜
御
殿
置
晝
御
座
御
帳
内
云
々
、
内

々
著
直
衣
、
密
々
被
置
云
々
、

御
衣
不
被
渡
歟
、
無
所
見
、

「
長
元
・
治
曆
例
、

攝
政
事
、雖
無
節
會
、
爲
法
皇
詔
命

被
仰
之
、
和
二
讓
位
宣
命
例
、
依
無
節
會
、
宣
命
可
下
中
務
省
、
而
又
不
參
、
仍
下
外
記
、
是
弘

二
、
六
讓
位
宣
命
、
無
節
會
例
也
、

藏
人
頭

藏
人
等
、
勅
授
・
禁
色
・
雜
袍
事
被
仰
之
、
殿
下
帶
劍
被
申
慶
給
、」

「
嘉
承
儀
式
法
、
以
如
在
之
禮
有
御
讓
位
之
、
拜
舞

禁
色
宣
旨
何
事
之
有
哉
、
如

劍
、

源

璽
、

（
頭
書
）

癸
卯
、

新
主　

大
炊
御
門
東
洞
院

「
五
、」（
朱
書
）

舊
主　

堀
河
院 

崩
、

「
廿
九
、」（
朱
書
）

（
頭
書
）

和
歟
、

（
裏
書
）
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詔
命
者
、
太
子
可
繼
天
日
嗣
者
、
法
皇
下
詔
、
然
者
先
帝
昇
霞
歟
、
爲
諒
闇
之
儀
也
、

拜
舞

禁
色
宣
旨
乖
于
舊
例
、

文
德
天
皇
天
安
二
年
八
月
嗣
位
、
大
后
同
輿
出
宮
、
百
官
扈
從
、但
不　
警
蹕
、
及
于
十
月

補
藏
人
、

宇
多
天
皇
仁
和
三
年
八
月
廿
六
日
嗣
位
、
十
月
十
二
日
補
藏
人
、

冷
泉
院
康
保
四
年
五
月
廿
五
日
嗣
位
、
其
夜
以
坊
藏
人
四
人
被
補
之
、
他
事
無
沙
汰

歟
、
六
月
十
日
補
頭
以
下
、
三
代
諒
闇
之
外
如
此
歟
、」

崇
德
院　

保
安
四
年
正
月
廿
八
日
受
禪
、

　
　
　
奉
行
藏
人
頭
左
中
辨
源
雅
兼
朝
臣
、

上
卿　
　

太
政
大
臣
源
朝
臣 

雅
實
、

内
辨　
　

太
政
大
臣
源
朝
臣 

雅
實
、　
六
十
八
、

外
辨
一
上
右
大
臣
藤
原
家
忠
參
列
、
未
見
事
也
、

宣
命
趣
、
以
顯
仁
親
王
爲
皇
太
子
、
卽
讓
皇
位
、
以
關
白
藤
原
朝
臣
攝
行
政

事
一
如
忠
仁
公
故
事
、又
可
停
太
上
皇
尊
號

服
御

物
、
大
槪
可
依
應
德
三
年
例
、

宣
命
使　

權
中
納
言
右
衞
門
督
藤
原
實
行
卿

内
侍
二
人
入
夜
御
殿
、
取
劍
璽
進
居
晝
御
座
之
左
右
、

劍
璽
使　
藏
人
頭
右
中
將
藤
忠
宗
朝
臣
、劍
、
左
中
將
藤
成
通
朝
臣
、璽
、

御
劍
有
覆
、
紫
絹
六
尺
許
也
、
三
幅
也
、
璽
覆
雖
儲
之
、
依
法
皇
仰
停
之
、

先
例
有
之
、
如
何
、

太
政
大
臣
已
下
先
行
、
兩
大
將
・
右
大
臣
者
不
可
然
、
可
候
劍
璽
後
邊
也
、

又
被
奉
御
裝
束
・
御
笏
等
、
内
侍
一
人
爲
勅
使
、

「
辰
初
召
仰
、
次
下
日
時
、
次
仰
宣
命
趣
、右
大
臣
、

次
警
固
、
次
固
關
、

攝
政
候
晝
御
座
簀
子
、
仰
藏
人

昇
殿
・
勅
授
帶
劍
・
牛
車
・
輦
車
如
故
、

次
攝
政
帶
劍
拜
舞
、
次
勅
授
公
卿
□
列
拜
、
太
政
大
臣
爲
攝
政
上
者
、
以
各
別
拜
也
、

〔
清

和
〕

壬
午
、

新
主　

土
御
門
内
裏 

東
對
代
廊
也
、

「
五
、」（
朱
書
）

舊
主　

御
同
宿 

遷
淸
凉
殿
代
北
子
午
廊
、

「
廿
一
、」（
朱
書
）

（
頭
書
）

勅
授
・
昇
殿
可
相
混
合
拜
也
、」

近
衞
院　

永
治
元
年
十
二
月
七
日
受
禪
、

奉
行
藏
人
頭
左
中
將
藤
原
忠
雅
、

巳
剋
藏
人
辨
師
能
下
日
時
於
左
大
臣
、

上
卿　
　

左
大
臣
源
朝
臣 

有
仁
、

内
辨　
　

左
大
臣
源
朝
臣 

有
仁
、

天
慶
八
年
例
、

宣
命
使　

權
中
納
言
左
兵
衞
督
藤
朝
臣
公
教
卿

劍
璽
使　
藏
人
頭
左
中
將
藤
忠
雅
朝
臣
、劍
、
右
中
將
忠
賴
ー
、璽
、

左
大
臣
已
下
諸
卿
供
奉
、

又
被
奉
御
袍
・
御
笏
等
、

「
同
日
警
固
・
々
關
、
先
固
關
、
次
警
固
、

攝
政
候
御
前
、召
光
盛
、
仰

藏
人
事
、　

 

又
召
同
人
、
公
卿
已
下
昇
殿
・
牛
車
・
勅
授
如
元
、
又
被

仰
頭
・
藏
人
・
瀧
口
等
、

攝
政
申
慶
、
攝
政
已
下
列
立
、
勅
授
・
昇
殿
拜
相

一
度
拜
也
、」

後
白
河
院　

久
壽
二
年
七
月
廿
四
日
踐
祚
、

廿
三
日
午
剋
天
皇
崩
近
衞
殿
、

「
固
關
・
警
固
・
節
會
等
事
無
之
、八
月
十
三
日
遺
詔
奏
日
有
此
事
、
上
卿
別
當
、

警
固
上
卿
召
仰
六
府
、
固
關
仰
辨
云
々
、
又
主

上
錫
紵
、三
个
日
、
廢
朝
、五
个
日
、
未
出
内
藏

寮
御
服
、
仍
有
沙
汰
、
今
朝
先
著
御
也
、」

上
卿　
　

内
大
臣
左
大
將
藤
原
朝
臣 

實
能
、

申
剋
法
皇
御
消
息
到
來
、
此
間
内
侍
二
人
取
劍
璽
奉
安
晝
御
帳
中
、

辛
未
、

新
主　

土
御
門
内
裏
東
對 

昭
陽
舍
代
也
、

「
三
、」（
朱
書
）

舊
主　

同
内
裏
北
對
子
午
廊

「
廿
三
、」（
朱
書
）

（
天
ハ
元
ノ
誤
、或
イ
ハ
八
ハ
九
ノ
誤
）

（
頭
書
）

己
巳
、

新
主　

高
松
第 

當
日
渡
御
也
、　　

日
來
新
院
御
同
宿
、

「
廿
九
、」（
朱
書
）

舊
主　

近
衞
第 

崩
、

「
十
七
、」（
朱
書
）

（
行
間
補
書
）
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劍
璽
使　
右
中
將
源
師
仲
朝
臣
、
左
中
將
源
成
雅
朝
臣
、　　

諸
衞
不
供
奉
、

入
夜
公
卿
參
近
衞
殿
、

殿
下
已
下
諸
卿
供
奉
、

御
袍
・
御
笏
不
被
渡
歟
、

「 

廿
四
日
早
旦
光
賴
朝
臣
以
第
四
親
王
雅
仁
可
令
登
用
之
旨
、
傳
法
皇
仰
、
未
剋
親

王
行
啓
高
松
殿
、

關
白
候
御
前
、
奉
仰
藏
人
已
下
事
仰
之
、
又
關
白
詔
事
、
公
卿
勅
授
帶
劍
・
牛
車
・

禁
色
如
元
之
由
、
仰
内
大
臣
、
又
被
仰
侍
臣
昇
殿
、」

二
條
院　

保
元
三
年
八
月
十
一
日
受
禪
、

有
御
拜
、
無
表
儀
歟
、

左
大
臣
伊
通
日
來
可
參
云
々
、
仍
作
進
式
、
而
依
堅
固
物
忌
俄
不
參
、
或
説
、

望
申
兵
仗
不
許
之
間
不
參
云
々
、
右
大
臣
六
條
爲
關
白
、

上
卿　
　

内
大
臣
左
大
將
藤
原
朝
臣 

公
教
、

内
辨　
　

内
大
臣

天
慶
例
、

宣
命
使　

權
中
納
言
皇
后
宮
大
夫
藤
原
實
定
卿

内
侍
二
人
出
南
殿
簾
中
奉
從
新
主
到
昭
陽
舍
、

劍
璽
使　
今
上
御
拜
畢
還
御
、御
劍
先
行
、

璽
候
後
、　

入
御
昭
陽
舍
、

又
被
奉
御
袍
・
御
笏
等
、内
侍
爲
使
、

「
同
日
警
固
・
々
關
、先
召
仰
六
府
警
固
、

次
召
仰
三
關
使
之
、

關
白
候
簀
子
、 被
奉
如
元

之
由
歟
、 

次
召
藏
人
有
隆
、
被
仰
藏
人
事
、
次
被
仰
公
卿
昇
殿
如
舊
、

藏
人
頭
・
藏
人
・
侍
臣
昇
殿
如
舊
、
牛
車
・
輦
車
被
仰
歟
、

次
内
大
臣
已
下
帶
劍
、
列
立
舞
踏
、
次
侍
臣
奏
慶
、」

六
條
院　

永
萬
元
年
六
月
廿
五
日
受
禪
、 

御
所
各
別
、
長
和
・
應
德
例
、

劍
、

璽
、

（
頭
書
）

戊
戌
、

新
主　

昭
陽
舍

「
十
六
、」（
朱
書
）

舊
主　

弘
徽
殿

「
卅
二
、」（
朱
書
）

（
頭
書
）

壬
寅
、

新
主　

土
御
門
高
倉
第

「
二
、」（
朱
書
）

舊
主　

東
洞
院

「
廿
三
、」（
朱
書
）

申
剋
左
大
臣
參
陣
、
先
被
下
親
王
宣
旨
、

上
卿　
　

左
大
臣
左
大
將
藤
原
朝
臣 

基
房
、

内
辨　
　

左
大
臣
左
大
將
藤
原
朝
臣

宣
命
使　

權
中
納
言
藤
原
實
國
卿

内
侍
二
人
取
劍
璽
出
夜
御
殿
、
居
晝
御
座
左
右
、

劍
璽
使　
右
中
將
藤
家
通
朝
臣
、
左
中
將
藤
實
家
朝
臣
、　

攝
政
已
下
供
奉
、
諸
衞
又
供
奉
、
行
列
如
行
幸
、

又
被
奉
御
袍
已
下
、
藏
人
辨
長
方
爲
勅
使
、

「
藏
人
右
少
辨
長
方
下
日
時
於
左
大
臣
、

次
警
固
召
仰
、
次
固
關
、

攝
政
候
南
面
簀
子
、
召
藏
人
光
能
被
仰
藏
人
事
、
又
召
同
人
、
藏
人
頭
、
藏
人
五

位
・
六
位
、
又
侍
臣
昇
殿
・
公
卿
昇
殿
・
牛
車
・
輦
車
・
勅
授
帶
劍
・
禁
色
雜
袍
事
、

攝
政
已
下
勅
授
・
昇
殿
相
合
皆
被
奏
慶
、」

高
倉
院　

仁
安
三
年
二
月
十
九
日
受
禪
、

未
剋
東
宮
自
七
條
殿
行
啓
閑
院
、

上
卿　
　

左
大
臣
左
大
將
藤
原
朝
臣 

經
宗
、

内
辨　
　

左
大
臣
左
大
將
藤
原
朝
臣

應
德
三
年
例
、

宣
命
使　

權
中
納
言
右
衞
門
督
藤
原
實
國
卿

内
侍
二
人
取
劍
璽
出
夜
御
殿
、

劍
璽
使　
左
中
將
藤
賴
定
朝
臣
、
右
中
將
藤
實
宗
朝
臣
、
左
右
大
將
・
六
衞
府
供
奉

攝
政
已
下
公
卿
扈
從
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
被
奉
御
裝
束
・
御
笏
、五
位
藏
人
光
雅

爲
勅
使
、　　

「
頭
辨
信
範
朝
臣
下
日
時
於
左
大
臣
、

劍
、
藏
人
頭
、

璽
、

（
頭
書
）

壬
子
、

新
主　

閑
院

「
八
、」（
朱
書
）

舊
主　

土
御
門
高
倉

「
五
、」（
朱
書
）

劍
、

璽
、

、

（
頭
書
）
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先
固
關
、
次
警
固
、召
仰　
六
府
、

攝
政
召
藏
人
平
時
家
被
仰
藏
人
事
、
次
又
召
時
家
被
仰
頭
・
藏
人
・
昇
殿
者
事
、

次
召
信
範
朝
臣
、
先
朝
公
卿
昇
殿
如
舊
、
又
公
卿
勅
授
帶
劍
・
牛
車
如
舊
、
又
昇

殿
侍
臣
・
頭
・
藏
人

別
勅
禁
色
・
雜
袍
如
舊
、
又
御
乳
母
二
人
禁
色
事
、
此
等

事
任
例
可
仰
藏
人
也
、
而
幼
少
之
間
、
仰
信
範
歟
、

兩
頭
已
下
職
事
於
殿
上
口
奏
慶
、
次
攝
政
帶
劍
拜
、
源
大
納
言
已
下
行
之
、」

安
德
天
皇　

治
承
四
年
二
月
廿
一
日
受
禪
、

上
卿　
　

左
大
臣
東
宮
傅
藤
原
朝
臣 
經
宗
、

内
辨　
　

左
大
臣
東
宮
傅
藤
原
朝
臣

宣
命
使　

權
中
納
言
右
衞
門
督
藤
原
實
家
卿

辨
・
備
中
兩
内
侍
入
夜
御
殿
取
劍
璽
、
進
上
晝
御
座
左
右
、
乍
立
渡
之
、

次
將
拜
、
乍
立
取
之
、
左
府
説
云
々
、

劍
璽
使　
左
中
將
藤
泰
通
朝
臣
、
右
中
將
藤
隆
房
朝
臣
、　　

攝
政
已
下
公
卿
□
從
、
諸
陣
爲
供
奉
、
儀
如
行
幸
、

又
被
奉
御
裝
束
・
御
笏
、藏
人
辨
行
隆

爲
使
、　　

「
頭
左
中
辨
經
房
朝
臣
下
日
時
於
左
大
臣
、

次
固
關
、
次
警
固
、召
仰　
六
府
、

攝
政
召
藏
人
時
經
、
仰
補
藏
人
事
、
次
召
同
人
、
仰
牛
車
・
輦
車
・
勅
授
・
禁
色
事
、

攝
政
慶
被
申
之
、
次
次
諸
卿
相
共
拜
舞
、
勅
授
・
昇
殿
相
混
拜
歟
、
次
藏
人
頭
已

下
職
事
等
列
中
門
外
、可
立
殿　

上
申
口
、
拜
舞
、

晝
御
座
御
劍
、
別
累
代
御
物
已
下
被
渡
之
、
先
例
有
哉
、
如
何
、」

癸
卯
、

新
主　

五
條
東
洞
院
邦
綱
卿
宅

「
三
、」（
朱
書
）

舊
主　

閑
院

「
廿
、」（
朱
書
）

劍
、

璽
、

〔
扈
〕

（
頭
書
）

（
衍
カ
）

後
鳥
羽
院　

壽
永
二
年
八
月
廿
日
踐
祚
、

上
卿　
　

左
大
臣
藤
原
朝
臣 

經
宗
、

警
固
、今
度
令
外
記

傳
仰
六
府
、 

次
固
關
、可
付
國
司
之
間
、

被
仰
辨
歟
、　

紛
失
之
間
不
及
沙
汰
、

劍
璽
使　
劍
璽
被
渡
之
儀
無
之
、
御
衣
・
御
笏
又
無
沙
汰
、

「
先
於
上
皇
御
在
所
有
御
著
袴
事
、
次
下
踐
祚
日
時
於
左
大
臣
、
次
傳
國
詔
、
大
臣

可
下
中
務
之
由
、
被
仰
外
記
、

亥
剋
遷
御
閑
院
、
同
終
剋
出
御
晝
御
座
、
攝
政
候
御
前
、
召
左
兵
衞
尉
源
淸
實
被

仰
藏
人
事
、
次
召
同
人
被
仰
牛
車
・
公
卿
勅
授
・
昇
殿
如
舊
、
頭
・
藏
人
・
昇
殿

人
々
・
雜
色
・
非
雜
色
・
出
納
・
瀧
口
等
事
、
又
禁
色
・
雜
袍
事
同
沙
汰
之
、
先

被
申
攝
政
慶
、
其
後
攝
政
・
諸
卿
列
立
有
舞
、勅
授
・
昇
殿
相
混

一
度
拜
也
、　　

」

（
參
考　

高
松
宮
家
傳
來
禁
裏
本
『
一
代
要
記
殘
簡
』
所
收
貼
紙
）

「
踐
祚
儀
不
被
渡
三
種
靈
寶 

去
月
廿
四
日
先
帝
奉
具
神
器
等

行
幸
西
海
、
仍
不
御
坐
也
、　

之
例
、
今
度
已
始
之
歟
、

仍
召
諸
道
之
勘
文
被
經
群
卿
之
議
定
、
降
太
上
法
皇
詔
書
、被
模
嘉
承　
　

攝
政
例
云
々
、
左
大

臣
新
作
進
次
第
、

被
行
其
儀
了
、

　

有
警
固
・
々
關
事
、
固
關
被
付
國
司
、」

土
御
門
院　

建
久
九
年
正
月
十
一
日
受
禪
、

上
卿　
　

右
大
臣
藤
原
朝
臣 

兼
雅
、

内
辨　
　

右
大
臣
藤
原
朝
臣

爲
仁
王
皇
太
子
止
定
、
天
日
嗣
乎
傳
賜
、
又
關
白
藤
原
朝
臣
攝
行
政
事
一
如
忠
仁
公
故
事
、

壬
子
、

新
主　

閑
院

「
四
、」（
朱
書
）

舊
主　

西
海

「
八
、」（
朱
書
、八
ハ
六
ノ
誤
カ
）

（
頭
書
）

己
酉
、

新
主　

閑
院 

當
日
自
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
渡
御
閑
院
、

「
四
、」（
朱
書
）

舊
主　

大
炊
御
門
富
小
路 

以
閑
院
可
爲
新
帝
皇
居
之
間
、

舊
主
渡
御
此
第
云
々
、

「
十
九
、」（
朱
書
）



（ 93 ）（ 93 ）

宣
命
使　

權
中
納
言
左
衞
門
督
源
通
資
卿 

別
當
也
、

掌
侍
二
人 

加
賀
、

讚
岐
、
取
劍
璽
置
御
帳
左
右
、

公
經
朝
臣
雖
下
﨟
依
頭
取
璽
、

劍
璽
使　
藏
人
頭
左
中
將
公
經
朝
臣
、
右
中
將
藤
成
定
朝
臣
、　

攝
政
已
下
上
達
部
先
行
、
諸
衞
等
又
行
列
、
如
行
幸
、

又
被
奉
御
衣
・
御
笏
、

「
皇
子
今
朝
渡
御
殿
下
、近
衞
殿
、 

及
晚
遷
御
閑
院
、

頭
中
將
通
宗
朝
臣
下
日
時
於
右
大
臣
、

次
固
關
、召
使　
使
々
、
次
警
固
、召
仰　
六
府
、

新
主
出
御
晝
御
座
、
攝
政
候
御
前
、
召
藏
人
重
輔
被
仰
藏
人
事
、
次
又
召
同
人
、

被
仰
昇
殿
人
々

藏
人
頭
以
下
所
衆
・
出
納
・
瀧
口
・
勅
授
帶
劍
・
禁
色
・
牛

車
・
輦
車
等
事
、藏
人
頭
已
下
交
名

注
賜
之
、　　
　

次
攝
政
被
申
慶
、
弓
場
、
次
於
中
門
外
攝
政
・
右
府
已
下
拜
舞
、勅
授
・
昇
殿

相
混
歟
、　

 

其
後
藏

人
頭
已
下
奏
慶
、」

順
德
院　

承
元
四
年
十
一
月
廿
五
日
受
禪
、

頭
大
夫
淸
長
朝
臣
下
日
時
於
左
大
臣
、
次
固
關
・
警
固
事
如
例
、

今
上
出
御
、
關
白
候
御
前
、
次
召
藏
人
長
宗
、
仰
藏
人
事
、
關
白
如
舊
之
由
、
於
新
主

可
被
仰
也
、
而
今
日
於
本
主
被
仰
之
云
々
、

上
卿　
　

左
大
臣
藤
原
朝
臣 

隆
忠
公
、

更
又
召
同
人
、
被
仰
公
卿
昇
殿
・
勅
授
帶
劍
・
牛
車
等
如
舊
、
又
昇
殿
人
、
藏
人
頭
・

五
位
・
六
位
、
藏
人
所
出
納
・
所
衆
・
瀧
口
等
事
、後
剋
密

々
賜
之
、

次
關
白
帶
劍
、
於
中
門
申
慶
、
次
公
卿
申
昇
殿
・
勅
授
慶
、
混
合
一
度
申
之
、

又
頭
已
下
、
禁
色

殿
上
人
雜
袍
・
御
乳
母
禁
色
事
仰
之
、

璽
、

藤
、

劍
、

（
頭
書
）

〔
仰
〕

己
酉
、

新
主　

押
小
路
烏
丸
殿 
當
日
渡
御
云
々
、

「
十
四
、」（
朱
書
）

舊
主　

大
炊
御
門
富
小
路
殿

「
十
六
、」（
朱
書
）

内
辨　
　

左
大
臣
藤
原
朝
臣

宣
命
使　

權
中
納
言
源
雅
親
卿

劍
璽
使　
左
中
將
雅
行
朝
臣
、
左
中
將
宗
經
朝
臣
、

伊
豫
掌
侍
・
美
作
掌
侍
被
出
授
之
、

殿
下
・
左
右
少
將
以
下
諸
卿
供
奉
、
諸
衞
陣
列
如
行
幸
、

又
奉
渡
御
裝
束
・
御
笏
等
、

「
御
衰
日
、
後
朱
雀
例
、

無
拜
・
表
之
儀
、
人
以
或
爲
奇
、
然
而
一
院
叡
慮
可
略
之
、
末
代
儀
云
々
、」

九
條
前
帝　

承
久
三
年
四
月
廿
日
受
禪
、

上
卿　
　

内
大
臣
源
朝
臣 

通
光
、

内
辨　
　

内
大
臣

宣
命
使　

權
中
納
言
藤
原
實
親
卿

内
侍
二
人
取
璽
・
劍
授
之
、

劍
璽
使　

 

藏
人
頭
右
中
將
源
具
實
朝
臣
、
左
中
將
源
師
季
朝
臣
、

 

攝
政
已
下
諸
卿
相
從
、步
行
先
行
、
大
將
已
下
候
如
行
幸
、

「
巳
剋
頭
辨
資
賴
朝
臣
下
日
時
於
内
大
臣
、
次
警
固
事
、召
仰　
六
府
、
次
又
固
關
儀
如
例
、」

後
堀
河
院　

承
久
三
年
七
月
九
日
踐
祚
、

先
帝
早
旦
出
御
、
密
幸
前
修
理
權
大
夫
兼
時
九
條
亭
云
々
、

「
固
關
・
警
固
・
節
會
等
事
無
之
、先
帝
不
御
、
仍

□
事
無
沙
汰
云
々
、
」

上
卿　
　

右
大
臣
左
大
將
藤
原
朝
臣 

家
通
、

劍
璽
使　
左
少
將
源
顯
平
朝
臣
、
右
少
將
藤
原
公
賢
、

　

御
袍
已
下
被
渡
事
無
之
歟
、
所
見
不
分
明
、

璽
、

劍
、

（
頭
書
）

（
仲
恭
）

新
主　

閑
院

「
四
、」（
朱
書
）

舊
主　

大
炊
殿 

去
十
六
日
幸
之
、

日
比
御
閑
院
、　

「
廿
五
、」（
朱
書
）

出

劍
、

璽
、

（
頭
書
）

辛
卯
、

新
主　

閑
院 

當
日
入
御
、

「
十
、」（
朱
書
）

舊
主　

高
陽
院 

當
日
早
退
出　

九
條
邊
云
々
、

「
四
、」（
朱
書
）

（
行
間
補
書
）

劍
、

或
記
具
實
、

璽
、



（ 94 ）（ 94 ）

「
戌
剋
皇
子
自
北
白
川
親
王
宮
遷
御
閑
院
、

攝
政
昨
日
於
舊
主
被
仰
之
、
今
朝
參
持
明
院
、
被
申
慶
云
々
、

藏
人
已
下
被
仰
事
無
所
見
、」

四
條
院　

貞
永
元
年
十
月
四
日
受
禪
、

左
大
臣
洞
院
爲
攝
政
、

上
卿　
　

右
大
臣
左
大
將
藤
原
朝
臣 

兼
經
、

内
辨　
　

右
大
臣
藤
原
朝
臣

平
九
年
例
、　

平
例
云
々
、

宣
命
使　

權
大
納
言
藤
原
高
實
卿

劍
璽
使　
内
侍
二
人
辨
、  

伊
豫
、
出
御
帳
後
戸
、左
右
次
將
各
一
人

加
扶
持
、　　
　
 

經
北
廊

長
橋
持
參
淸
凉
殿
、

路
用 

堂
上
、
攝
政
一
人
相
副
參
上
、
自
餘
公
卿
不
供
奉
、

又
被
獻
御
袍
・
御
笏
、内
侍
爲
勅
使
、

「
巳
剋
於
淸
凉
殿
先
有
御
著
袴
事
、

頭
□
宮
亮
有
親
朝
臣
下
日
時
於
右
大
臣
、

同
日
警
固
・
々
關
、
先
警
固
、召
仰　
六
府
、
次
固
關
如
例
、

新
帝
出
御
、
攝
政
候
御
前
、
召
藏
人
親
賢
、
被
仰
藏
人
事
、
又
召
同
人
、
被
仰
公

卿
昇
殿
・
勅
授
帶
劍
・
牛
車
・
輦
車
如
故
、

又
昇
殿
人
、
藏
人
頭
、
五
・
六
位
藏
人
、
出
納
、
所
衆
、
瀧
口
等
事
、

次
攝
政
有
拜
、
次
勅
授
慶
、攝
政
已
下

拜
之
、　

 

次
昇
殿
慶
、右
大
臣
已
下
、
頭
・

殿
上
人
同
列
之
、　

」

（
頭
書
）

庚
辰
、

新
主　

淸
凉
殿
代

二
、

舊
主　

仁
壽
殿
代　

「
廿
一
、」（
朱
書
）

閑
院
御
同
宿
也
、

（
頭
書
）〔

春
ヵ
〕

後
嵯
峨
院　

仁
治
三
年
正
月
廿
日
踐
祚
、

去
九
日
先
帝
御
事
、

上
卿　
　

左
大
臣
藤
原
朝
臣 

良
實
、

關
白
參
舊
主
御
所
、
以
頭
辨
召
次
將
、

劍
璽
使　
左
中
將
藤
家
定
朝
臣
、
右
中
將
藤
實
尚
朝
臣
、

諸
卿
供
奉
、
殿
下
被
候
御
後
給
、　　
　
　

「
當
日
入
夜
有
御
元
服
事
、内
々
儀
、 

其
後
行
啓
萬
里
小
路
殿
、關
白
車
、
公
卿
三
人
扈
從
、

殿
上
人
十
許
輩
被
懃
、

今
度
不
被
勘
下
日
時
、
又
警
固
・
々
關
事
、
當
日
無
沙
汰
、
遺
詔
奏
之
日
被
仰
之
、

新
主
出
御
晝
、
關
白
被
候
簀
子
、
被
仰
藏
人
事
、
次
又
召
之
、
公
卿
昇
殿
・
勅
授

帶
劍
・
牛
車
如
舊
、
又
藏
人
頭
、
五
位
・
六
位
藏
人

昇
殿
人
、已
上
書
折
紙
、

内
々
賜
之
、　

藏
人
向
陣
宣
下
、

次
關
白
慶
、先
帶
劍
、
於

南
庭
申
之
、 

次
勅
授
慶
、關
白
已
下
、
次
昇
殿
慶
、關
白
不
列
、　　

殿
上
人
相
加
之
、
」

後
深
草
院　

元
四
年
正
月
廿
九
日
受
禪
、

上
卿　
　

大
納
言
右
大
將
藤
原
實
基
卿

内
辨　
　

大
納
言
右
大
將
藤
原
實
基
卿

宣
命
使　

權
中
納
言
藤
原
公
持
卿

掌
侍
二
人
取
劍
璽
立
御
帳
左
右
、
次
將
進
取
之
、

劍
璽
使　
藏
人
頭
右
中
將
源
雅
家
朝
臣
、
左
中
將
藤
爲
氏
朝
臣
、

攝
政
已
下
供
奉
、
諸
衞
相
從
如
例
、

「
早
旦
關
白
左
大
臣
於
里
第
召
仰
、
申
剋
頭
左
中
辨
顯
朝
々
臣
下
日
時
於
右
大
將
、

次
警
固
、召
仰　
六
府
、
次
固
關
、召
仰　
使
々
、

新
主
出
御
晝
御
座
、
攝
政
候
簀
子
、

内
侍
安
御
劍
之
後
、
攝
政
召
菅
原
在
嗣
、坊
一
﨟
、 

被
仰
藏
人
事
、

癸
卯
、

新
主　

冷
泉
萬
里
小
路 

當
日
自
承
明
門
院
土

御
門
御
所
遷
御
也
、

「
廿
三
、」（
朱
書
）

舊
主　

閑
院 

去
九
日
御
事
、

「
十
二
、」（
朱
書
）

十
、

（
衍
）

二
月
二
日
先
帝
遺
詔
奏
、 宮
内
卿
藤
原
顯
嗣

爲
使
、　　
　
　

固
關
・
警
固
・
廢
朝 

五
个
日
、
等
被
仰
之
、

劍
、

璽
、

（
頭
書
）

於
承
明
門
院

子
剋
、

〔
御
座
脱
カ
〕

己
未
、

新
主　

冷
泉
富
小
路
殿

「
四
、」（
朱
書
）

舊
主　

冷
泉
萬
里
小
路
殿

「
廿
七
、」（
朱
書
）

劍
、

璽
、

（
頭
書
）
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又
召
同
人
、
被
仰
昇
殿
人

藏
人
頭
已
下
所
衆
・
出
納
・
瀧
口
等
、
勅
授
帶
劍
・

禁
色
・
牛
車
・
輦
車
事
、藏
人
頭
已
下
事
仰
出
納
、
勅
授
・

牛
車
・
輦
車
等
仰
左
大
將
云
々
、 

禁
色
・
雜
袍
事
、
大
將
退
出

之
後
仰
新
中
納
言
云
々
、

次
攝
政
帶
劍
、
於
中
門
下
申
慶
、
此
後
大
將
已
下
立
加
、
申
勅
授
慶
、
次
昇
殿
拜
、

殿
上
人
列
後
云
々
、」

龜
山
院　

正
元
々
年
十
一
月
廿
六
日
受
禪
、

上
卿　
　

右
大
臣
藤
原
朝
臣 

實
ー
、

内
辨　
　

右
大
臣
藤
原
朝
臣

宣
命
使　

權
中
納
言
源
定
實
卿

内
侍
二
人
立
晝
御
座
左
右
、

劍
璽
使　
藏
人
頭
右
中
將
源
通
持
朝
臣
、劍
、
左
中
將
藤
資
氏
朝
臣
、璽
、

關
白
已
下
諸
卿
供
奉
、
諸
衞
相
從
如
例
、

「
申
剋
右
大
臣
參
陣
、
頭
宮
内
卿
資
平
下
日
時
、

次
固
關
、召
仰
三

關
使
、 

次
警
固
、召
仰　
六
府
、

新
主
出
御
晝
御
座
、
關
白
候
簀
子
、
被
奉
如
元
之
由
、

次
召
藤
原
賴
憲 

坊
二
﨟
、 

被
仰
藏
人
事
、
次
又
昇
殿
人
、
勅
授
已
下
事
、

次
關
白
已
下
拜
舞
、勅
授
、

昇
殿
、
混
合
一
度
拜
也
、
兩
貫
首
已
下
於
殿
上
口
拜
、

吉
書
事
了
權
大
納
言
著
陣
、
關
白
如
舊
之
由
、
被
外
記
云
々
、」

後
宇
多
院　

文
永
十
一
年
正
月
廿
六
日
受
禪
、

甲
午
、

上
皇
日
來
冷
泉
萬
里
小
路
御
所
也
、
而
十
一
月
十
一
日
遷
御
二
條
殿
、

後
嵯
峨
院
、

新
主　

冷
泉
富
小
路
殿 

十
七
日
遷
御
、
日
來
内

裏
也
、　　
　
　
　
　

「
十
一
、」（
朱
書
）

舊
主　

冷
泉
萬
里
小
路
殿 

十
五
日
自
冷
泉
富
小

路
第
遷
御
也
、　　

「
十
七
、」（
朱
書
）

（
頭
書
）

仰

甲
辰
、

新
主　

二
條
高
倉
殿

「
八
、」（
朱
書
）

舊
主　

押
小
路
烏
丸
殿

「
廿
六
、」（
朱
書
）

左
大
臣
家
經
依
超
越
愁
不
出
仕
、
右
大
臣
師
忠
、

上
卿　
　

内
大
臣
藤
原
朝
臣 

師
繼
、

内
辨　
　

内
大
臣
藤
原
朝
臣

 　
　
　
改
關
白
爲
攝
政
之
由
、
被
加
載
之
、

宣
命
使　

權
中
納
言
左
兵
衞
督
藤
原
經
任
卿

劍
璽
使　
右
中
將
藤
公
貫
朝
臣
、
左
中
將
藤
基
顯
朝
臣
、

攝
政
已
下
供
奉
、
諸
衞
相
從
如
例
、

「
未
剋
内
大
臣
參
著
陣
、
頭
辨
賴
親
下
日
時
、

次
警
固
、被
召
仰

六
府
、 

次
固
關
、被
召
仰　

三
關
使
、

勅
授
・
昇
殿
慶
、
同
時
混
合
申
之
、」

伏
見
院　

弘
安
十
年
十
月
廿
一
日
受
禪
、

上
卿　
　

右
大
臣
藤
原
朝
臣 

忠
教
、

内
辨　
　

右
大
臣
藤
原
朝
臣

宣
命
使　

權
中
納
言
藤
原
良
宗
卿

劍
璽
使　
左
中
將
藤
宗
實
朝
臣
、
右
中
將
藤
信
基
朝
臣
、

「
秉
燭
之
後
右
大
臣
著
陣
、
有
召
仰
事
、
次
頭
左
中
辨
俊
定
朝
臣
被
下
日
時
、

次
警
固
、召
仰　
六
府
、
次
固
關
、召
仰
三

關
使
、

新
主
出
御
已
下
事
無
所
見
、

一
上
於
新
宮
中
門
下
勅
授
帶
劍
・
牛
車
・
輦
車
如
舊
之
由
、
被
召
仰
藏
人
、

次
關
白
於
弓
場
奏
慶
、

次
於
中
門
邊
人
々
申
慶
、
各
別
拜
云
々
、

關
白
如
舊
之
事
令
奉
口
勅
給
歟
、
不
被
宣
下
官
外
記
云
々
、」

劍
、

璽
、

（
頭
書
）

戊
寅
、

新
主　

冷
泉
富
小
路
殿

「
廿
三
、」（
朱
書
）

舊
主　

二
條
高
倉
殿

「
廿
一
、」（
朱
書
）

劍
、

璽
、

（
頭
書
）
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後
伏
見
院　

永
仁
六
年
七
月
廿
二
日
受
禪
、

上
卿　
　

左
大
臣
藤
原
朝
臣 

兼
基
、

内
辨　
　

左
大
臣
藤
原
朝
臣

宣
命
使　

權
中
納
言
藤
原
家
雅
卿

左
大
臣
不
供
奉
參
會
云
々
、
關
白
・
右
大
臣
以
下
供
奉
云
々
、

劍
璽
使　
藏
人
頭
左
中
將
藤
兼
季
朝
臣
、
右
中
將
源
親
平
朝
臣
、

「
當
日
左
大
臣
於
里
第
被
召
仰
官
外
記
云
々
、

酉
剋
上
卿
參
陣
、
頭
辨
經
守
下
日
時
、

次
警
固 

被
召
仰

六
府
、
・
固
關
、被
召
仰　

三
關
使
、

新
帝
出
御
、
劍
璽
入
御
如
例
、

殿
下
參
候
如
例
、

藏
人
已
下
宣
下
歟
、
無
所
見
、

次
諸
卿 

一
上　
已
下
、
列
立
中
門
外
、
一
同
拜
、
殿
上
人
於
殿
上
口
拜
云
々
、」

後
二
條
院　

正
安
三
年
正
月
廿
一
日
受
禪
、

上
卿　
　

左
大
臣
藤
原
朝
臣 

師
教
、

内
辨　
　

左
大
臣
藤
原
朝
臣

宣
命
使　

權
中
納
言
左
兵
衞
督
藤
原
賴
藤
卿
、

劍
璽
使　
藏
人
頭
左
中
將
藤
實
香
朝
臣
、
左
中
將
源
親
教
朝
臣
、

關
白
已
下
諸
卿
供
奉
如
例
、
諸
衞
相
從
、

又
被
渡
御
衣
・
御
笏
等
、使
藏
人
兵
部
大
輔
經
世
、

「
未
剋
上
卿
參
陣
、
酉
剋
先
召
仰
、
次
頭
中
將
實
香
朝
臣
下
日
時
、但
今
度
遲
々
、
固
關　
　
　
　
　

勅
符
・
木
契
等
令
同
下
之
云
々
、

丁
未
、

新
主　

冷
泉
富
小
路
殿

「
十
一
、」（
朱
書
）

舊
主　

二
條
高
倉
殿

「
卅
四
、」（
朱
書
）

劍
、

璽
、

（
頭
書
）

壬
戌
、

新
主　

二
條
高
倉
殿

「
十
七
、」（
朱
書
）

舊
主　

二
條
富
小
路
殿

「
十
三
、」（
朱
書
）

別
當
、

劍
、

璽
、

（
頭
書
）

次
警
固
、召
仰　
六
府
、
次
固
關
、被
召
仰　

三
關
使
、

新
主
出
御
晝
御
座
、
關
白
被
候
東
庇
、
如
元
之
由
有
口
勅
、

次
召
藤
原
永
尚
坊
一
﨟
、 

被
仰
藏
人
事
、
又
召
同
人
、
被
仰
公
卿
昇
殿
・
勅
授
帶
劍
・

牛
車
如
元
、

又
殿
上
人
・
藏
人
頭
、
五
位
、

六
位
、

・
出
納
・
所
衆
・
瀧
口
等
事
被
仰
之
、

藏
人
頭
已
下
事
仰
出
納
、
勅
授
等
事
仰
上
卿
、

次
關
白
奏
慶
、
次
勅
授
・
昇
殿
慶
、

殿
上
人
慶
各
別
申
之
、

昇
殿
・
禁
色
・
雜
袍
事
今
度
不
被
仰
、」

花
園
院　

德
治
三
年
八
月
廿
六
日
踐
祚
、

警
固
・
々
關
事
當
日
無
沙
汰
、閏
八
月
八
日
遺
詔
奏
、使
頭
右
中
將
公
明
朝
臣
、

廢
朝
、五
个
日
、
固
關
仰
辨
成
□　
　

宣
下
於
國
々
、
・
警
固
召
仰　
六
府
、

等
事
權
中
納
言
兼
季
卿
奉
行
之
、

上
卿　
　
左
大
臣
藤
原
朝
臣 

冬
平
、

劍
璽
使　
左
近
中
將
藤
原
家
相
朝
臣
、劍
、

左
近
中
將
藤
原
資
親
朝
臣
、璽
、　
寅
剋
被
渡
之
、
公
卿
權
大
納
言
冬
基
卿
以
下

先
行
、
殿
下
被
供
奉
御
後
給
、
諸
衞
供
奉
如
例
、

「
當
日
丑
剋
儲
皇
行
啓
土
御
門
殿
、日
者
上
皇
御
同
宿

持
明
院
殿
、　　
　

寅
剋
新
主
出
御
晝
御
座
、
攝
政
被
候
御
前
簀
子
、
攝
政
如
元
之
由
被
仰
之
、

召
三
善
朝
衡
被
仰
藏
人
事
、
又
召
同
人
、
公
卿
昇
殿
・
勅
授
帶
劍
・
牛
車
・
禁
色
・

雜
袍
如
舊
、

又
藏
人
頭
・
五
位 

各
一
人
、・
六
位 

四
人
、・
出
納 

三
人
、・
昇
殿 

廿
四
人
、
被
仰
之
、

次
關
白
・
大
臣
以
下
列
立
中
門
拜
舞
、
昇
殿
・
勅
授
混
合
拜
也
、
次
殿
上
人
等
頭

已
下
於
殿
上
口
拜
、」

壬
子
、

新
主　

土
御
門
東
洞
院
殿 

當
日
渡
御
、　　
　
　

本
持
明
院
殿
御
同
宿
、

「
十
二
、」（
朱
書
）

舊
主　

二
條
高
倉
殿 

御
事
、

「
廿
四
、」（
朱
書
）

（
頭
書
）

〔
關
白
カ
〕

（

マ

ヽ

）

〔
攝
政
カ
〕
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後
醍
醐
院　

文
保
二
年
二
月
廿
六
日
踐
祚
、

上
卿　
　

内
大
臣
藤
原
朝
臣 

公
茂
、

内
辨　
　

内
大
臣
藤
原
朝
臣

宣
命
使　

權
中
納
言
左
衞
門
督
藤
原
公
賢
卿

卯
剋
出
御
、
内
侍
二
人
奉
持
之
立
御
簾
中
、
兩
將
參
進
渡
之
、

劍
璽
使　
左
近
中
將
源
光
忠
朝
臣
、劍
、

左
近
中
將
藤
原
爲
定
朝
臣
、璽
、　
依
雨
儀
、
御
路
之
間
次
將
相
□
擁
笠
、
今
日
沙
汰

□
□
仰
也
、

先
陣
諸
衞
・
公
卿
解
劍
行
列
、
執
柄
□
□
□
□
□
□
、

又
被
渡
御
衣
已
下
、
藏
人
勘
解
由
次
官
行
高
爲
使
、

「
當
日
子
剋
儲
皇
行
啓
富
小
路
殿
、

今
日
戌
剋
藏
人
兵
部
少
輔
成
輔
下
日
時
於
内
大
臣
、

次
固
關
、召
仰　
　

三
關
使
、
次
警
固
、召
仰　
六
府
、

攝
政
被
候
御
前
、
如
元
之
由
有
口
勅
、

被
仰
藏
人
儀
已
下
如
例
、

公
卿
已
下
昇
殿
・
勅
授
事
被
仰
之
、

執
柄
已
下
諸
卿
列
無
名
門
前
拜
舞
、勅
授
・
昇
殿

混
合
歟
、　

勅
授
・
牛
車
等
事
、
今
日
還
勅
許
、
不
被
仰
上
卿
云
々
、」

太
上
法
皇　

元
弘
元
年
九
月
廿
日
踐
祚
、

先
帝
去
月
廿
四
日
出
御
禁
中
、
遂
遷
御
笠
置
寺
云
々
、

上
卿　
　

左
大
臣
藤
原
朝
臣 

基
嗣
、

内
辨　
　
無
節
會
、　　

警
固
、令
外
記
傳
仰

六
府
、　　
　

固
關
、付
國
司
之
由
、

被
仰
辨
、　　

宣
命
使

戊
午
、

新
主　

冷
泉
富
小
路
殿 

當
日
渡
御
、　　
　
　

本
冷
泉
萬
里
小
路
殿
、

「
卅
一
、」（
朱
書
）

舊
主　

土
御
門
東
洞
院
殿 

一
昨
日
廿
四
日
自
冷
泉

富
小
路
殿
遷
御
也
、　

「
廿
二
、」（
朱
書
）

〔
替
〕

（
頭
書
）

〔
關
白
カ
〕

（
光
嚴
）

癸
巳
、

新
主　

土
御
門
東
洞
院
殿 

當
日
渡
御
、　　

日
者
御
六
波
羅
、

「
十
九
、」（
朱
書
）

舊
主　

笠
置
寺 

去
月
廿
四
日
出
御

禁
中
、　　
　
　

「
卌
四
、」（
朱
書
）

舊
主
御
隨
身
之
間
不
及
沙
汰
、

劍
璽
使　
今
年
十
月
五
日
自
六
波
羅
被
渡
土
御
門
東
洞
院
内
裏
、

「
當
日
酉
剋
儲
皇
出
御
六
波
羅
、
行
啓
土
御
門
殿
、

丑
剋
被
下
日
時
於
左
大
臣
、

次
被
仰
宣
命
趣
、太
上
天
皇
詔
、

壽
永
例
也
、　

 

不
被
載
關
白
事
、

已
上
件
兩
條
由
、

仙
洞
被
仰
之
、

新
主
出
御
、
關
白
候
御
前
、如
舊
、　
有
口
勅
、

被
仰
藏
人
、
又
被
仰
條
々
事
□
、

翌
日
辰
剋
、
内
侍
所
渡
御
、」

法
皇　

建
武
三
年
八
月
十
五
日
踐
祚
、

先
帝
去
五
月
廿
七
日
出
御
禁
中
幸
山
門
、

上
卿　
　

左
大
臣
藤
原
朝
臣 

經
忠
公
、

舊
主
御
隨
身
之
間
不
及
沙
汰
、

劍
璽
使　
今
年
十
一
月
二
日
自
花
山
院
第 

舊
主
自
山
門

出
御
此
第
、 

被
渡
新
主
、于
時
御

東
寺
、

右
中
將
藤
原
實
益
朝
臣
、
右
少
將
藤
原
資
持
朝
臣
供
奉
之
、

「
當
日
舊
主

上
皇
幸
押
小
路
第
、日
者
御
坐

六
波
羅
、

□
有
御
元
服
儀
、密
儀
、
此
後
行
啓
寢
殿
、
廻
槨
外
、
諸
卿
扈
從
、

諸
卿
著
殿
上
、
被
下
日
時
於
左
大
臣
、

次
傳
國
宣
命
、太
上
天
皇
詔
、
壽
永
・
元
弘
例
也
、

關
白
事
不
被
載
、
各
別
也
、　　
　

令
外
記
傳
下
中
務
、
壽
永
例
也
、

翌
日
辰
剋
主
上
出
御
晝
御
座
、
關
白
候
御
前
、
如
元
之
由
奉
之
、

（
頭
書
）

（
光
明
）

戊
子
、

新
主　

二
條
烏
丸
殿 

權
大
納
言
良
基

卿
家
、　　
　

「
十
五
、」（
朱
書
）

〔
六
〕

舊
主　

比
叡
山 

去
五
月
廿
七
日
幸

當
山
、　　
　
　

「
卌
九
、」（
朱
書
）

（
後
醍
醐
）   

日
吉
社
頭
、

（
頭
書
）

〔
新
〕
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□
又
出
御
、
被
下
詔
書
、

警
固
、令
外
記
傳
仰

六
府
・
三
寮
、固
關
、可
付
國
司
之
由
、
被
仰
右

大
史
□
□
辨
早
出
之
由
、
」

（
參
考　

東
山
御
文
庫
本
『
洞
院
家
記
』
貼
紙
）

「
當
月
自
東
寺
先
幸
泉
殿
、披
擬
仙
洞
、
密
々
有
御
元
服
、
次
幸
此
第
、

同
月
十
七
日
還
御
東
寺
御
所
、

「
廿
ノ
ヲ
モ
テ
上
卿
ノ
ウ
ヘ
、」」

新
院　

貞
和
四
年
十
月
廿
七
日
踐
祚
、

先
當
日
儲
皇 

新
主
也
、
參
淸
凉
殿
御
元
服
、
平　
例
也
、
其
儀
了
行
啓
關
白
押
小
路
第
、

上
卿　
　

右
大
臣
藤
原
朝
臣 

經
教
、

内
辨　
　

右
大
臣
藤
原
朝
臣

其
趣
、
讓
位
於
皇
太
子
、
以
直
仁
親
王
爲
皇
太
弟
、
依

平
・

德
例
令
作
宣
命
、

宣
命
使　

權
中
納
言
兼
左
衞
門
督
藤
原
朝
臣
實
繼

内
侍
二
人

劍
璽
、
出
母
屋
簾
中
、
次
將
參
進
持
之
、

劍
璽
使　
劍
、
藏
人
頭
左
中
將
藤
原
朝
臣
定
宗
、 諸
卿
先
行
、
關
白
殿
御
後
、
諸
衞
又
相
從
、
如
例
、

璽
、
左
中
將
藤
原
朝
臣
公
世
、位
次
上
首
、

又
被
奉
御
衣
・
御
笏
歟
、
使
可
尋
、

「
右
大
臣
參
著
仗
座
、
頭
治
部
卿
長
顯
朝
臣
召
仰
、

次
同
人
下
日
時
於
上
卿
、

先
固
關
、召
仰　
使
々
、
次
警
固
、召
仰　
六
府
、

新
主
出
御
、
關
白
候
簀
子
、
如
故
之
由
奉
之
、

次
召
藤
原
範
康
、坊
一
﨟
、 

被
仰
藏
人
事
、

次
又
召
同
人
、
仰
牛
車
・
勅
授
・
昇
殿
如
故
之
由
、範
康
卽
出
陣
、

仰
右
大
臣
、　

〔
日
〕

（
書
入
）

本
（
崇
光
）

庚
寅
、

新
主　

二
條
烏
丸
殿 

關
白
左
大
臣

亭
、　　
　

十
五
、

舊
主　

土
御
門
東
洞
院
殿 

日
來　
皇
居
、

廿
八
、

使
別
當
、

（
頭
書
）

藏
人
頭
、
五
位
・
六
位
藏
人
以
下
及
昇
殿
人
事
仰
出
納
、

次
關
白
已
下
勅
授
拜
、
今
度
昇
殿
相
混
一
度
拜
也
、
貫
首
已
下
於
殿
上
口
拜
云
々
、

禁
色
・
雜
袍
事

太
上
皇
御
膳
事
長
顯
朝
臣
仰
上
卿
云
々
、」

後
光
嚴
院　

觀
應
三
年
八
月
十
七
日
踐
祚
、

上
卿　
　

左
大
臣
藤
原
朝
臣 

經
教
、

宣
命
・
劍
璽
不
及
沙
汰
、

新
上
皇

新
主　

土
御
門
殿

十
五
歳
、

舊
主　

穴
生
震
殿

（
後
圓
融
）
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（
解
題
）

一　

底
本
の
書
誌

　

底
本
と
し
た
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
高
松
宮
家
伝
来
禁
裏
本
（
以
下
、
高
松
宮
本

と
表
記
）『
践
祚
部
類
鈔
』（
一
巻
、
Ｈ
│
六
〇
〇
│
一
四
七
〈
せ
函
五
〉）
は
、
鎌
倉
時

代
後
期
の
成
立
、
巻
子
装
、
洞
院
家
旧
蔵
本
。
渋
紙
表
紙
は
後
補
で
あ
り
、
題
箋
に
は

「
踐
祚
部
類
鈔 

自
宇
多
天
皇

至
後
光
嚴
院
」
と
記
さ
れ
る
。
本
文
は
全
一
一
紙
で
、
縦
三
一
・
六
㎝
、
横

五
一
㎝
程
の
料
紙
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
第
一
〇
紙
の
み
が
や
や
短
い
。
料
紙
に
は
縦

横
に
界
線
が
あ
り
、
縦
界
線
に
よ
っ
て
料
紙
は
一
紙
あ
た
り
お
お
む
ね
一
八
行
に
区
切
ら

れ
、
四
本
の
横
界
線
は
、
天
地
、
お
よ
び
見
出
し
等
の
書
き
出
し
位
置
の
目
安
と
な
っ
て

い
る
（
口
絵
図
1
参
照
）。

　

奥
書
な
ど
作
成
の
経
緯
を
直
接
的
に
知
り
得
る
情
報
は
本
文
中
に
存
在
し
な
い
が
、
見

出
し
の
天
皇
名
に
注
目
す
る
と
、「
後
宇
多
院
」「
伏
見
院
」「
後
伏
見
院
」「
花
園
院
」
に

つ
い
て
は
、
擦
消
し
の
上
か
ら
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
（
１
）。
な
お
「
後
二
條

院
」
に
つ
い
て
は
擦
消
し
痕
は
な
く
、
亀
山
天
皇
ま
で
と
一
筆
の
よ
う
で
あ
り
、
本
文
の

「
上
卿
」「
内
辨
」「
宣
命
使
」「
劍
璽
使
」
の
見
出
し
の
筆
勢
は
、
花
園
天
皇
ま
で
が
一
筆

で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。

　

ま
た
「
後
醍
醐
院
」
の
文
字
は
「
當
今
」
の
文
字
に
重
書
さ
れ
て
お
り
、
以
降
は
「
太

上
法
皇
」（
光
厳
）、「
法
皇
」（
光
明
）、「
新本
院
」（
崇
光
）、「
後
光
嚴
院
」
と
続
き
、
巻

尾
に
は
「
新
上
皇
」（
後
円
融
）
と
の
み
記
さ
れ
、
本
書
の
記
載
が
終
わ
っ
て
い
る
（
２
）。

　

い
ま
擦
消
し
痕
の
あ
る
上
記
四
方
の
見
出
し
に
、
も
と
「
當
今
」「
新
院
」
な
ど
の
文

字
が
記
入
さ
れ
て
い
た
と
想
定
す
る
な
ら
ば
、
本
書
が
一
度
成
立
し
た
時
期
は
、「
後
二

條
院
」
の
追
号
が
定
ま
っ
て
か
ら
、
四
方
の
追
号
が
定
ま
る
ま
で
の
間
と
な
る
。
う
ち
最

も
早
い
崩
御
は
伏
見
天
皇
で
、
文
保
元
年
（
一
三
一
七
）
九
月
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
花

園
天
皇
の
御
治
世
の
最
末
期
に
あ
た
る
（
翌
年
二
月
、
後
醍
醐
天
皇
に
譲
位
）。

　

先
に
触
れ
た
見
出
し
語
の
筆
勢
も
勘
案
す
れ
ば
、
本
書
は
花
園
天
皇
ま
で
を
対
象
と
し

て
一
度
成
立
し
、
そ
の
後
も
追
記
が
な
さ
れ
、
後
円
融
天
皇
が
後
小
松
天
皇
に
譲
位
し
た

の
ち
（「
新
上
皇
」
と
な
っ
た
の
ち
）
に
現
状
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
３
）。

　

本
書
に
は
細
字
書
き
入
れ
が
多
く
存
す
る
が
、
こ
れ
を
観
察
す
る
と
、
鳥
羽
天
皇
と
後

鳥
羽
天
皇
の
項
に
、
文
字
が
不
自
然
に
切
れ
て
い
る
箇
所
が
あ
り
、
か
つ
て
貼
紙
が
存
在

し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

す
な
わ
ち
鳥
羽
天
皇
の
「
上
卿
」
の
右
の
細
字
書
き
入
れ
を
み
る
と
、
末
尾
の
数
文
字

に
つ
い
て
は
文
字
の
右
半
の
み
が
残
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
貼
紙
が
存
在
し
、
文

字
が
貼
紙
の
上
に
か
か
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
（
４
）。

　

同
様
に
、
後
鳥
羽
天
皇
の
項
の
頭
書
に
は
不
自
然
な
空
白
部
分
が
あ
り
、
文
字
が
直
線

的
に
切
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
（
口
絵
図
2
参
照
）。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
こ
の
箇
所

の
貼
紙
が
、
高
松
宮
本
『
一
代
要
記
残
簡
』（
六
葉
、
Ｈ
│
六
〇
〇
│
八
四
〈
し
函
一
〉）

の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
お
り
（
５
）、
こ
れ
を
実
見
し
た
と
こ
ろ
、

貼
紙
上
部
の
墨
痕
が
、
頭
書
の
記
載
と
連
続
し
、
数
文
字
を
判
読
す
る
こ
と
が
で
き
た

（
本
翻
刻
で
は
判
読
で
き
た
文
字
を
補
っ
て
い
る
）。

　

な
お
本
書
の
新
写
本
の
う
ち
に
は
、
貼
紙
を
四
箇
所
（
後
朱
雀
天
皇
、
鳥
羽
天
皇
、
後

鳥
羽
天
皇
、
光
明
天
皇
）
に
持
つ
も
の
が
あ
り
、
こ
の
う
ち
後
鳥
羽
天
皇
の
項
の
貼
紙
は

『
一
代
要
記
残
簡
』
の
貼
紙
と
同
文
で
あ
る
。
ま
た
鳥
羽
天
皇
の
項
の
貼
紙
に
は
、
書
き

出
し
に
「
裏
書
」
と
あ
り
、
内
容
は
『
為
房
卿
記
』
嘉
承
二
年
（
一
一
〇
七
）
七
月
一
九

日
条
に
見
え
る
記
述
を
も
と
に
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
裏
書
は
底
本
で
も
存
在
を
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確
認
で
き
る
も
の
の
、
裏
打
ち
の
た
め
、
や
や
読
み
取
り
に
く
く
な
っ
て
い
る
。
以
上
の

点
か
ら
、
残
り
の
二
枚
の
貼
紙
も
ま
た
、
か
つ
て
原
本
に
存
在
し
た
貼
紙
を
示
し
て
い
る

可
能
性
が
高
い
。

　

な
お
図
書
寮
文
庫
に
は
本
書
の
影
写
本
が
蔵
さ
れ
て
お
り
（
Ｂ
六
│
五
八
一
）、
本
翻

刻
の
作
成
に
お
い
て
も
大
い
に
参
考
に
し
た
。

二　

新
写
本

　

新
写
本
は
『
洞
院
家
廿
巻
部
類
』（『
洞
院
家
記
』、『
毘
沙
門
堂
記
』、『
本
朝
雑
抄
』、

『
続
本
朝
雑
抄
』
な
ど
の
異
称
も
あ
り
）
の
う
ち
と
し
て
多
数
存
在
す
る
が
、『
践
祚
部
類

鈔
』
と
題
さ
れ
た
単
独
の
写
本
は
あ
ま
り
多
く
は
な
い
。
ま
た
単
独
の
写
本
で
あ
っ
て
も
、

『
洞
院
家
廿
巻
部
類
』
巻
二
で
『
践
祚
部
類
鈔
』
に
続
く
部
分
（
６
）が
続
け
て
写
さ
れ
て
い
る

も
の
が
あ
り
、
こ
れ
は
『
洞
院
家
廿
巻
部
類
』
か
ら
派
生
し
た
写
本
で
あ
る
。

　

単
独
の
写
本
の
う
ち
、
江
戸
時
代
前
期
の
写
本
と
し
て
高
松
宮
本
（
一
冊
、
Ｈ
│
六
〇

〇
│
一
六
七
〈
せ
函
二
五
〉
外
題
「
踐
祚
部
類
記
」）
が
あ
る
。
本
文
は
『
践
祚
部
類
鈔
』

の
内
容
の
み
で
は
あ
る
が
、
本
文
の
行
取
り
・
字
詰
め
は
東
山
御
文
庫
本
『
洞
院
家
記
』

（
勅
封
一
八
〇
│
一
）
所
収
の
『
践
祚
部
類
鈔
』
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
両
本

を
比
較
す
る
と
、
判
読
し
が
た
い
文
字
を
写
し
取
っ
て
い
る
箇
所
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
な

ど
の
点
か
ら
、
こ
れ
も
『
洞
院
家
廿
巻
部
類
』
か
ら
派
生
し
た
写
本
で
あ
る
可
能
性
が
高

い（７
）。
な
お
、
字
形
を
写
し
取
っ
て
い
る
箇
所
に
つ
い
て
は
、
概
ね
東
山
御
文
庫
本
よ
り
も

高
松
宮
本
の
ほ
う
が
底
本
に
近
い
形
状
を
呈
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
洞
院
家
廿
巻
部
類
』

か
ら
派
生
し
た
写
本
で
あ
る
と
し
て
も
、
比
較
的
良
質
の
写
本
か
ら
写
さ
れ
た
も
の
で
あ

ろ
う
。

　
『
洞
院
家
廿
巻
部
類
』
を
含
め
た
い
く
つ
か
の
新
写
本
に
つ
い
て
調
査
を
行
っ
た
と
こ

ろ
、
写
本
に
よ
り
年
齢
を
記
し
て
い
な
い
場
合
が
あ
る
ほ
か
、
判
読
し
が
た
い
文
字
の
字

形
を
写
し
取
っ
て
い
る
箇
所
を
、
別
の
写
本
で
は
空
欄
に
し
た
り
、
省
略
し
た
り
す
る
場

合
も
あ
り
注
意
を
要
す
る
。
な
お
本
文
に
つ
い
て
は
記
載
形
式
や
、
特
定
の
箇
所
の
判
読

に
よ
っ
て
二
・
三
の
系
統
に
分
類
で
き
る
よ
う
で
あ
る
が
、
後
代
の
写
本
に
は
意
改
も
含

ま
れ
る
可
能
性
が
あ
り
、
注
意
を
要
す
る
。
ま
た
本
書
は
『
群
書
類
従
』（
帝
王
部
）
に

も
収
載
さ
れ
る
が
、
流
布
本
に
依
っ
て
い
る
た
め
、
も
と
の
記
載
様
式
を
留
め
て
お
ら
ず
、

ま
た
明
ら
か
な
誤
り
も
多
い
。

三　

記
載
内
容

　

本
書
は
宇
多
天
皇
か
ら
後
醍
醐
天
皇
、
お
よ
び
北
朝
の
光
厳
天
皇
か
ら
後
光
厳
天
皇
ま

で
を
対
象
と
し
て
、
天
皇
ご
と
に
、
践
祚
の
日
、
新
主
・
旧
主
そ
れ
ぞ
れ
の
年
齢
（
朱

書
）
と
当
時
の
居
所
、
譲
位
の
上
卿
・
内
弁
・
宣
命
使
、
お
よ
び
剣
璽
使
の
名
を
列
挙
し

た
表
形
式
の
史
料
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
記
載
は
文
字
自
体
が
大
き
く
、
比
較
的
に
謹
直
な

文
字
で
、
料
紙
の
界
線
の
な
か
に
収
ま
る
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
書
を
編

纂
し
た
当
初
は
、
こ
れ
ら
の
情
報
を
表
形
式
に
ま
と
め
る
方
針
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

な
お
書
式
の
原
則
と
し
て
、
新
主
・
旧
主
と
表
記
し
た
と
き
の
新
主
は
項
目
名
の
天
皇

を
指
し
、
旧
主
は
ひ
と
つ
前
の
項
の
天
皇
を
指
す
の
で
あ
る
が
、
光
明
天
皇
の
項
の
み
は

旧
主
が
後
醍
醐
天
皇
を
指
し
て
い
る
。

　

ま
た
行
間
や
上
部
欄
外
に
、
践
祚
を
中
心
と
し
て
、
そ
の
前
後
に
行
わ
れ
る
主
な
儀
制

に
関
す
る
書
き
入
れ
が
多
数
存
在
す
る
こ
と
が
本
書
の
特
徴
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
を
内
容

に
よ
り
分
類
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
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・
譲
位
儀
の
召
仰
、
日
時
勘
申

・
警
固
・
固
関

・
譲
位
儀
に
お
け
る
新
帝
の
拝
礼
、
固
辞
の
上
表

・
剣
璽
渡
御
（
剣
璽
使
の
項
に
は
、
使
の
名
前
以
外
に
剣
璽
の
動
き
を
記
す
書
き
入
れ

が
多
数
あ
る
）

・
剣
璽
の
ほ
か
、
御
衣
・
御
笏
等
の
新
帝
へ
の
奉
上

・
新
主
の
御
在
所
に
お
け
る
、
関
白
の
任
命
、
蔵
人
の
補
任
、
昇
殿
・
帯
剣
・
牛
車
な

ど
の
勅
許
、
天
皇
へ
の
奏
慶
な
ど

・
先
帝
崩
御
の
場
合
、
遺
詔
奏
、
廃
朝
、
錫
紵
な
ど

こ
れ
ら
の
書
き
入
れ
に
よ
っ
て
、
践
祚
の
所
役
の
一
覧
表
と
し
て
構
想
さ
れ
た
本
書
は
、

詳
細
な
践
祚
の
先
例
集
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
も
の
と
な
っ
た
。
書
き
入
れ
は
、
先
行
す

る
事
例
集
の
よ
う
な
書
か
ら
抜
き
書
き
さ
れ
た
と
お
ぼ
し
い
記
述
も
あ
る
が
、
現
在
で
は

本
書
で
の
み
確
認
で
き
る
内
容
も
あ
り
、
践
祚
の
儀
制
を
考
え
る
う
え
で
は
有
用
な
史
料

と
評
価
で
き
る
。

　

も
う
一
つ
本
書
で
注
目
す
べ
き
点
と
し
て
、
践
祚
・
受
禅
の
語
を
明
確
に
使
い
分
け
て

い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
基
準
を
本
文
の
記
述
か
ら
推
測
す
る
に
、
譲
位
と
先
帝

崩
御
の
別
、
譲
位
儀
の
有
無
、
剣
璽
渡
御
儀
の
有
無
、
な
ど
が
勘
案
さ
れ
て
い
る
と
思
わ

れ
、
原
則
と
し
て
は
、
譲
位
に
よ
る
皇
位
継
承
の
場
合
に
受
禅
、
そ
れ
以
外
の
場
合
（
崩

御
に
よ
る
皇
位
継
承
、
お
よ
び
異
例
の
皇
位
継
承
）
に
践
祚
を
使
用
し
て
い
る
ら
し
い
。

　

践
祚
の
語
に
関
し
て
、
こ
の
よ
う
な
理
解
は
現
在
で
は
一
般
化
し
て
い
る
が
、
歴
史
的

に
み
る
と
六
国
史
に
は
見
ら
れ
な
い
用
法
で
あ
り
、
鎌
倉
時
代
中
期
頃
よ
り
確
認
で
き
る

よ
う
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
本
書
は
成
立
年
代
が
知
ら
れ
る
編
纂
物
で
、
か
つ
践
祚
と
受

禅
を
明
確
に
書
き
分
け
て
い
る
と
い
う
点
で
、
践
祚
の
語
の
理
解
が
い
か
に
形
成
さ
れ
た

か
を
考
え
る
う
え
で
の
重
要
な
史
料
で
も
あ
る
と
い
え
る
。

　

な
お
、
本
書
に
お
け
る
践
祚
と
受
禅
の
用
法
に
つ
い
て
、
留
意
す
べ
き
も
の
が
あ
る
の

で
、
以
下
に
指
摘
し
て
お
く
。

・
村
上
天
皇
か
ら
冷
泉
天
皇
へ
の
皇
位
継
承
を
、
受
禅
と
記
す
。
通
説
で
は
村
上
天
皇

の
崩
御
を
承
け
て
皇
位
継
承
が
行
わ
れ
た
と
さ
れ
て
お
り
、
践
祚
と
あ
る
べ
き
か
。

『
一
代
要
記
』・『
元
亨
釈
書
』
な
ど
村
上
天
皇
が
崩
御
の
直
前
に
出
家
し
、
譲
位
し

た
と
す
る
史
料
も
あ
り
、
本
書
の
編
纂
当
時
は
譲
位
と
認
識
さ
れ
て
い
た
も
の
か
。

・
花
山
天
皇
か
ら
一
条
天
皇
へ
の
皇
位
継
承
を
、
践
祚
と
記
す
。
花
山
天
皇
が
密
か
に

内
裏
を
出
て
退
位
に
及
ん
だ
事
例
で
、
同
日
に
剣
璽
渡
御
は
行
わ
れ
た
が
、
譲
位
儀

は
行
わ
れ
ず
、
翌
日
に
譲
位
宣
命
が
発
せ
ら
れ
た
。
譲
位
に
必
須
の
事
柄
を
い
か
に

定
義
す
る
か
に
関
わ
り
、
編
纂
当
時
の
使
い
分
け
の
基
準
を
知
る
材
料
と
な
る
と
思

わ
れ
る
。

・
仲
恭
天
皇
か
ら
後
堀
河
天
皇
へ
の
皇
位
継
承
を
、
践
祚
と
記
す
。
こ
れ
も
右
の
例
と

同
様
に
、
譲
位
儀
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
関
わ
る
か
。

・
花
園
天
皇
か
ら
後
醍
醐
天
皇
へ
の
皇
位
継
承
を
、
践
祚
と
記
す
。
こ
の
と
き
に
は
特

に
異
例
な
く
譲
位
が
行
わ
れ
た
が
、
践
祚
と
記
す
理
由
は
不
明
で
あ
る
。

・
北
朝
の
皇
位
継
承
を
践
祚
と
記
す
。
こ
れ
は
剣
璽
が
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
か
。

四　

編
者

  

次
に
本
書
の
編
者
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
本
書
は
原
本
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
洞
院
家

旧
蔵
本
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
、
編
者
に
は
洞
院
家
の
人
物
を
想
定
す
る
の
が
自
然
で
あ

ろ
う
。
洞
院
家
は
西
園
寺
公
経
の
子
実
雄
を
祖
と
し
、
実
雄
が
後
宇
多
天
皇
・
伏
見
天
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皇
・
花
園
天
皇
と
の
外
戚
関
係
を
背
景
に
立
場
を
確
立
す
る
と
、
子
孫
も
代
々
朝
廷
で
重

用
さ
れ
大
き
な
権
勢
を
誇
っ
た
。
特
に
洞
院
公
賢
（
一
二
九
一
〜
一
三
六
〇
）
は
南
北
朝

期
の
北
朝
を
よ
く
支
え
、
そ
の
日
記
『
園
太
暦
』
は
当
時
の
朝
廷
を
知
る
た
め
の
根
本
史

料
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
後
、
洞
院
家
は
室
町
時
代
中
期
の
公
数
を
も
っ
て
断
絶
し
、
同

家
の
所
持
し
て
い
た
家
記
や
記
録
類
は
売
却
さ
れ
散
逸
し
た
（
８
）。

　

結
論
を
先
に
言
う
な
ら
ば
、
本
書
は
洞
院
公
賢
の
手
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
先

述
の
ご
と
く
本
書
は
花
園
天
皇
の
御
治
世
に
一
度
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
本
書
の

よ
う
な
践
祚
の
所
役
者
一
覧
の
よ
う
な
史
料
が
ま
と
め
ら
れ
る
契
機
は
、
花
園
天
皇
の
次

代
の
後
醍
醐
天
皇
践
祚
の
前
後
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
一
般
的
で
あ
ろ
う
。

　

本
書
の
作
者
と
推
定
し
た
洞
院
公
賢
は
、
花
園
天
皇
の
譲
位
の
際
、
譲
位
儀
の
宣
命
使

を
務
め
、
つ
い
で
後
醍
醐
天
皇
の
皇
太
子
邦
良
親
王
の
春
宮
大
夫
と
な
っ
た
こ
と
が
知
ら

れ
、
本
書
の
第
一
次
成
立
の
時
期
に
譲
位
や
践
祚
の
先
例
を
調
査
す
る
に
は
相
応
し
い
人

物
と
い
え
る
（
９
）。

　

ま
た
後
醍
醐
天
皇
の
践
祚
か
ら
約
三
〇
年
後
の
崇
光
天
皇
の
践
祚
（
貞
和
四
年
（
一
三

四
八
）
一
〇
月
）
に
際
し
て
、
公
賢
が
本
書
を
参
照
し
た
と
考
え
ら
れ
る
記
述
が
『
園
太

暦
』
に
見
え
る
。
す
な
わ
ち
九
月
三
日
条
に
は
、
践
祚
の
先
例
に
関
し
て
春
宮
大
夫
か
ら

の
相
談
を
受
け
、
自
ら
の
意
見
を
述
べ
、
関
係
す
る
先
例
を
書
き
送
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
こ
で
引
か
れ
て
い
る
の
は
、「
里
內
同
所
禪
讓
例
」
と
「
禪
讓
各
別
御
所

例
」
で
あ
り
、
譲
位
時
に
お
け
る
旧
主
と
新
主
の
御
在
所
に
つ
い
て
挙
例
し
た
も
の
で
あ

る
。
以
下
に
そ
の
部
分
を
示
す
。

　
『
園
太
暦
』　

貞
和
四
年
九
月
三
日
条

昨
日
春
宮
大
夫
參
時
被
仰
下
旨
、
及
委
細
篇
目
令
申
所
存
、
加
之
就
被
尋
下
先
例
等
注
進

之
、

　
（
中
略
）

　
　
　

里
内
同
所
禪
讓
例

花
山
院
、永
觀
二
年
八

月
廿
七
日
、 

堀
川
院
、但
新
主
當
日
自
閑
院
入
御
、

其
儀
畢
卽
入
御
大
内
、　　

三
條
院
、寛
弘
八
年
六

月
十
三
日
、 

一
條
院
、新
主
當

日
自
東

町
別
所
入
御
、
其
儀

畢
卽
入
御
御
東
三
條
、
後
冷
泉
院
、
德
二
年
正

月
十
六
日
、 

東
三
條
、新
主
當
日
自
上
東
門
參

入
、
卽
日
乘
輿
歸
御
、
崇
德
院
、保
安
四

年
正
月

廿
八
日
、 

土
御
門
殿
、新
主
東
對
代
廊
、
舊
主

淸
凉
殿
代
北
子
午
廊
、
近
衞
院
、永
治
元
年
十

二
月
七
日
、 

土
御
門
殿
、新
主
東
對
昭
陽
舍
代
、

舊
主
北
對　

子
午
廊
、

四
條
院
、貞
永
元
年　

十
月
四
日
、
閑
院
、新
主
淸
凉
殿
代
、

舊
主
仁
壽
殿
代
、

　
　
　

禪
讓
各
別
御
所
例

後
一
條
院
、長
和
五
年
正

月
廿
九
日
、 

新
主
、上
東
門
院

京
極
第
、 

舊
主
、土
御　
門
殿
、
後
三
條
院
、治
曆
四
年
四

月
十
九
日
、 

新
主
、閑
院
、
舊

主
、高
陽
院　

有
御
事
、
堀
川
院
、應
德
三
年
十　

一
月
廿
六
日
、
新
主
、堀
川
院
、
當
日　

自
大
炊
殿
遷
御
、
舊
主
、三
條
殿
、 

鳥
羽
院
、嘉
承
二
年
七

月
十
九
日
、 

新

主
、大
炊
御
門

東
洞
院
、 

舊
主
、堀
川
院　

有
御
事
、
後
白
河
院
、久
壽
二
年
七

月
廿
四
日
、 

新
主
、高
松
第
、
當
日
渡
、

日
來
新
院
御
同
宿
、
舊
主
、近
衞
第　

有
御
事
、

六
條
院
、永
萬
元
年
六
月
廿
五
日
、
御　

所
各
別
、
長
和
・
應
德
例
歟
、
新
主
、土
御
門　

高
倉
第
、
舊
主
、東
洞
院
、 

高
倉
院
、仁
安
三
年
二

月
十
九
日
、 

新
主
、閑

院
、
舊
主
、土
御
門

高
倉
、 

安
德
天
皇
、治
承
四
年
二

月
廿
一
日
、 

新
主
、五
條
邦

綱
宅
、 

舊
主
、閑
院
、
土
御
門
院
、建
久
九
年
正

月
十
一
日
、 

新
主
、閑
院
、
當

日
渡
御
、 

舊
主
、大
炊
御
門
富
小
路
、

自
閑
院
遷
御
、　　

順
德
院
、承
元
四
年
十　

一
月
廿
五
日
、
新
主
、押
小
路
烏
丸
、
當

日
渡
御
云
々
、　

 

舊
主
、

大
炊
御
門

富
小
路
、 

後
堀
河
院
、承
久
三
年　

七
月
九
日
、
新
主
、閑
院
、
當

日
入
御
、 

舊
主
、高
陽
院
、
但
蜜　

退
九
條
邊
云
々
、
後
深
草
院
、
元
四
年
正

月
廿
九
日
、 

新
主
、冷
泉
富

小
路
、 

舊
主
、冷
泉
萬　

里
小
路
、
龜
山
院
、正
元
々
年
十　

一
月
廿
六
日
、
新
主
、冷
泉
富
小
路
、

十
七
日
遷
御
、
舊
主
、冷
泉
萬
里
小
路
、

十
五
日
遷
御
、　

後
宇
多
院
、文
永
十
一
年　

正
月
廿
六
日
、
新
主
、二
條　
高
倉
、
舊
主
、押
小
路

烏
丸
、 

伏
見
院
、弘
安
十
年
十　

一
月
廿
一
日
、
新
主
、冷
泉
富

小
路
、 

舊
主
、二
條　
高
倉
、
後
伏
見
院
、永
仁
六
年
七

月
廿
二
日
、 

新
主
、冷
泉
富

小
路
、 

舊
主
、二
條　
高
倉
、 

後
二
條
院
、正
安
三
年
正

月
廿
一
日
、 

新

主
、二
條　
高
倉
、
舊
主
、二
條
富

小
路
、 

太
上
法
皇
、德
治
三
年
八

月
廿
六
日
、 

新
主
、土
御
門
東
洞
院
、
當
日

渡
御
、
本
持
明
院
殿
、
舊
主
、二
條
高
倉

有
御
事
、 

後
醍
醐
院
、文
保
二
年
二

月
廿
六
日
、 

新
主
、冷
泉
富
小
路
、
當
日　

渡
御
、
本
萬
里
小
路
、
舊
主
、土
御
門
東
洞
院
、

廿
四
日
遷
御
、　

こ
れ
は
譲
位
の
例
の
み
で
あ
る
が
、
一
見
し
て
『
践
祚
部
類
鈔
』
と
の
類
似
は
明
ら
か
で

あ
り
、
公
賢
が
本
書
の
作
者
で
あ
る
こ
と
の
傍
証
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
臆
測
す

里
内
始
歟
、

〔
河
〕

（
衍
）

（
花
園
）
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れ
ば
、
貞
和
四
年
の
崇
光
天
皇
の
践
祚
が
、
本
書
の
増
補
（
細
字
書
き
入
れ
）
の
契
機
と

な
っ
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
な
お
公
賢
の
没
年
か
ら
し
て
「
後
光
嚴
院
」
の
追
号
は
知
り

得
な
い
の
で
、
公
賢
没
後
に
追
記
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
次
に
問
題
と

な
る
の
は
、
公
賢
の
関
与
し
た
記
述
の
範
囲
や
、
追
記
の
な
さ
れ
た
経
緯
で
あ
る
が
、
い

ま
は
こ
れ
ら
を
検
討
す
る
準
備
が
な
く
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　

な
お
本
書
の
細
字
書
き
入
れ
の
文
字
は
、『
園
太
暦
』
の
唯
一
伝
わ
る
自
筆
本
で
あ
る

延
慶
四
年
二
月
三
月
記
（
一
巻
、
京
都
国
立
博
物
館
所
蔵
、
Ｂ
甲
四
一
六
）
の
筆
勢
と
よ

く
似
て
い
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　

最
後
に
、
明
確
な
根
拠
が
あ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
公
賢
が
作
成
に
関
与
し
た
可
能
性

の
あ
る
史
料
を
も
う
一
点
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
『
大
嘗
会
御
禊
事
』（『
群
書
類

従
』
公
事
部
）
で
あ
る
。
こ
の
史
料
は
、
宇
多
天
皇
か
ら
花
園
天
皇
ま
で
を
対
象
に
、
大

嘗
会
御
禊
の
所
役
者
を
表
形
式
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
対
象
年
代
が
『
践
祚
部
類

鈔
』
の
第
一
次
成
立
時
と
重
な
っ
て
お
り
、
そ
の
書
式
も
類
似
す
る
こ
と
か
ら
、『
践
祚

部
類
鈔
』
と
同
様
の
意
図
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
、
公
賢
が
関
与
し
た
可
能
性
が

あ
ろ
う
）
10
（

。

　

注
（
１
）　
「
後
宇
多
院
」「
伏
見
院
」「
後
伏
見
院
」「
花
園
院
」
の
文
字
は
同
筆
の
よ
う
に
見
え
る
。

（
２
）　

な
お
「
後
光
嚴
院
」
も
「
當
今
」
に
重
書
さ
れ
て
い
る
。『
高
松
宮
家
伝
来
禁
裏
本
目
録
』

（
分
類
目
録
編
）、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
、
二
〇
〇
九
年
も
参
照
。

（
３
）　

も
っ
と
も
、
必
ず
し
も
追
号
が
直
ち
に
書
き
改
め
ら
れ
る
と
考
え
る
必
要
は
な
く
、
第
一

次
の
成
立
は
も
う
少
し
幅
を
持
た
せ
て
、
後
醍
醐
天
皇
の
践
祚
前
後
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ

ろ
う
。
成
立
の
契
機
に
つ
い
て
は
後
述
。

（
４
）　

新
写
本
で
は
こ
の
部
分
を
「
虫
闕
」
と
記
す
も
の
が
あ
る
が
、
底
本
の
料
紙
に
虫
損
は
な

い
。

（
５
）　

今
江
広
道
「「
一
代
要
記
に
つ
い
て
」
補
遺
」『
日
本
歴
史
』
二
六
二
、
一
九
七
〇
年
。

（
６
）　
「
鳥
羽
院
太
上
天
皇
尊
號　

保
安
四
年
記
」、
本
文
の
書
き
出
し
「
二
月
二
日
丙
戌
御
卽
位

日
時
被
勘
申
」。

（
７
）　

東
山
御
文
庫
本
に
四
箇
所
あ
る
付
箋
の
う
ち
、
高
松
宮
本
に
は
一
箇
所
の
付
箋
の
み
存
す

る
。

（
８
）　

林
屋
辰
三
郎
『
内
乱
の
な
か
の
貴
族
』（
角
川
選
書
、
一
九
九
一
年
）、
小
川
剛
生
「『
園

太
暦
』
と
北
朝
の
重
臣
た
ち
」（『
日
記
に
中
世
を
読
む
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
）、
末

柄
豊
「
洞
院
公
数
の
出
家
」（『
禁
裏
・
公
家
文
庫
研
究
』
一
、
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
三
年
）、

小
倉
慈
司
「「
高
松
宮
家
伝
来
禁
裏
本
」
の
来
歴
と
そ
の
資
料
価
値
」（『
和
歌
と
貴
族
の
世
界　

う
た
の
ち
か
ら
』
塙
書
房
、
二
〇
〇
七
年
）
な
ど
を
参
照
。
な
お
『
平
安
時
代
儀
式
年
中
行
事

事
典
』（
東
京
堂
出
版
、
二
〇
〇
三
年
）
に
お
い
て
も
、
本
書
が
南
北
朝
期
に
洞
院
家
の
人
物

に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
（
同
書
二
六
六
頁
）。

（
９
）　

公
賢
の
著
作
に
は
『
魚
魯
愚
抄
』・『
魚
魯
愚
別
録
』・『
歴
代
最
要
抄
』
な
ど
が
あ
り
、
朝

儀
へ
の
関
心
と
浩
瀚
な
知
識
が
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

（
10
）　

古
写
本
に
「
大
嘗
会
記
」（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
田
中
穣
氏
旧
蔵
典
籍
古
文
書
、

Ｈ
│
七
四
三
│
一
七
二
、
一
冊
、
室
町
時
代
中
期
写
）
所
収
の
も
の
が
あ
る
。


